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序     文 
 

日本国政府は、ウガンダ共和国政府の要請に基づき、家畜疾病診断・管理体制強化計画プロジ

ェクトの詳細計画策定調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構が本調査を実施しま

した。 

調査団は 2011 年 11 月 26 日から 12 月 17 日まで現地に派遣され、関係機関における現地調査と

ともに、ウガンダ共和国政府関係者との協議を重ね、基本計画について合意しました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願います。 

調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 24 年 3 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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中間レビュー調査評価結果要約表 
 

１． 案件の概要 

国名：ウガンダ共和国 案件名：家畜疾病診断・管理体制強化計画プロジェクト 

分野：農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署： 農村開発部 協力金額（評価時点）：4.5 億円 

協力期間 
2010 年 6 月 21 日 ～  

2013 年 6 月 20 日 

先方関係機関：農業畜産水産省、マケレレ大学 

日本側協力機関：日本大学生物資源科学部 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

 ウガンダ共和国（以下、「ウガンダ」と記す）の畜産業は農業生産高の約 13％を占めており、

農家世帯数の約 40％以上にあたる約 200 万世帯が何らかの形で家畜に依存した生計を営んでい

るといわれている。伝統的な牧畜形態で飼育されているウシに加えて 1980 年代に生産が急増し

たブタが中心であり、ほかにニワトリ・ヤギ・ヒツジも飼育されている。ウシの 90％、ブタ・

ニワトリ・ヤギ・ヒツジの半分以上が小規模農民・牧畜民によって飼育されている。また、商

業的養鶏が首都近郊で増加してきており、首都カンパラで消費される鶏肉・鶏卵の多くを供給

している。畜産物の主要な国内市場は首都といくつかの限られた都市でしか期待できず、その

ため近年農産物輸出が増加している近隣アフリカ諸国や中東への輸出拡大の期待が大きい。し

かし輸出を振興するためには、処理加工施設、輸送や冷蔵のための電力などのインフラととも

に、家畜の生産及び畜産物流通の大きな阻害要因となる家畜疾病に対する対策が急務となって

いる。 

 70～80 年代の内戦により、ウガンダの公的な獣医サービスは弱体化した。その後ムセベニ政

権では構造調整政策のもと、地方分権化、獣医臨床サービスの民営化の方針により、地方政府

が限られた予算のなかで家畜衛生対策を行う構図となった。その結果、中央政府・地方政府間

のレファレンスシステムが弱まり、中央・地方政府における家畜疾病対策への認識も低下した。

地方政府は十分な予算の確保と技術の蓄積ができていない。また、中央政府の農業畜産水産省

（MAAIF）も、地方自治体の行政区分を越えて感染が広がる家畜疾病の「情報収集機能」及び

全国レベルでの感染拡大阻止や予防対策を打ち出すための「司令塔機能」ともに脆弱な状況で

ある。 

 このような背景の下、JICA は 2007 年 3 月から 2009 年 3 月まで、技術協力プロジェクト「家

畜疾病対策計画」を実施し、疾病診断技術者の育成や農業畜産水産省の家畜疾病診断・疫学セ

ンター（NADDEC）及び地方診断ラボの施設設備などを通じて疾病体制強化を図った。しかし、

同プロジェクトの実施を通して、中央政府の診断体制において人材が質・量ともに不足してい

ることが明らかになった。特に、主要なカウンターパートである家畜疾病診断・疫学センター

のラボは、診断を担当するスタッフが不足しており、専門家が技術指導をしても、技術の定着

が困難となっている。 

このような課題に対応するため、ウガンダ政府は「家畜疾病対策計画」の後続案件として、

家畜疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部との連携による国家家畜疾病診断体制の

強化を目的とした本プロジェクトを日本政府に要請した。JICA は、2010 年 6 月から 3 年間の予

定で、本プロジェクトを実施している。 
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１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

家畜の生産及び生産性の向上を目的に、家畜疾病管理のための機能する国家診断体制が

確立する。 

 

(2) プロジェクト目標 

MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部が、共同診断機関のプラットフ

ォームとして先導しつつ、密接な連携を図ることで、国家の家畜疾病診断能力が向上する。

 

(3) 成果（アウトプット） 

1) MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の緊密な連携による機能的な

家畜疾病診断システム整備のためのアクションプランが作成される。 

2) 国家共同家畜疾病診断センター（J-NADDIC）を立ち上げることによって、包括的かつ

専門的診断サービスが提供できている。 

3) 緊急疾病発生に対処する実践的な調査システムが整備される。 

4) MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の間の情報交換システムが開

発される。 

5) 選定された県獣医事務所において初期診断及びサンプル収集技術が改善される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

日本側： ・長期専門家派遣 延べ 3 名 

・短期専門家派遣 延べ 4 名 

・研修員受入れ 計 6 名 

・機材供与 総額 41 万 9,000 米ドル（約 3,200 万円） 

・ローカルコスト負担 約 1,200 万円（2011 年 9 月時点） 

相手国側： ・カウンターパート配置 5 名（中間レビュー時） 

・ローカルコスト （光熱費程度、金額不明） 

・土地・施設提供 （専門家執務室、ラボ施設） 

２． 評価調査団の概要 

調査者 

総括： 丹羽憲昭 JICA 農村開発部 審議役 

家畜疾病： 酒井健夫 日本大学生物資源科学部 教授 

計画管理： 澤 真理 JICA 企画部業務企画第一課 

評価分析： 道順 勲 中央開発（株）海外事業部 

調査期間 2011 年 11 月 26 日～2011 年 12 月 17 日 評価種類：中間レビュー 

３． 評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果 1：MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の緊密な連携による機能的

な家畜疾病診断システム整備のためのアクションプランが作成される。 

実 績：アクションプランは 2011 年 4 月に開催された JCC で承認されており、成果 1 は達成

済みである。 

 

成果 2：国家共同家畜疾病診断センターを立ち上げることによって、包括的かつ専門的診断

サービスが提供できている。 
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実 績：国家共同家畜疾病診断センターの立ち上げ並びに包括的かつ専門的診断サービスを

提供できるようになるための能力開発が進められており、現在は、その初期段階に

ある。NADDEC 及びマケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全性学部（MAK-COVAB）

の関係者が、診断技術の向上及び 2 つの機関間の連携メカニズムの構築をめざして

いる本プロジェクトの活動に、より積極的に参加することを通じて、関係者の能力

強化が図られることが期待される。 

 

成果 3：緊急疾病発生に対処する実践的な調査システムが整備される。 

実 績：今後、関係者間での議論を通じて、緊急疾病発生に対処する実践的な調査システム

を構築する必要がある。 

 

成果 4：MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の間の情報交換システムが

開発される。 

実 績：情報交換システムを開発するためには、両機関（NADDEC 及び MAK-COVAB）とも

に、この活動を担当する人を決め、その他の関係者を含めてこの点に関する議論を

始める必要がある。 

 

成果 5：選定された県獣医事務所において初期診断及びサンプル収集技術が改善される。 

実 績：研修コースの実施や日本人専門家のフィールド訪問を通じて、選定された 5 県の獣

医事務所のスタッフの能力開発が進展している。 

 

プロジェクト目標：「MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部が、共同診断

機関のプラットフォームとして先導しつつ、密接な連携を図ることで、

国家の家畜疾病診断能力が向上する。」 

実 績：プロジェクト活動の進捗の遅れを考慮すると、現時点でプロジェクト終了時（2013

年 6 月）のプロジェクト目標の達成度を予測するのは時期尚早といえるかもしれな

い。今後、ウガンダ側関係者のプロジェクト活動への参加度が高まり、NADDEC と

MAK-COVAB 間で密接な協働が実現され、ウガンダ側の主体性が増加すれば、本プ

ロジェクトが対象としている 25 種類の家畜疾病の大半について、J-NADDIC として

診断能力を身につけることが期待される。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：比較的高い。 

家畜疾病管理のための診断体制改善を通じて正確な疾病診断と診断結果を農民へ迅速に

回答することは、最終裨益者である畜産農家の家畜飼育面のリスクを低減するうえで極め

て重要な事項であり、さらには、大半の小規模農家の生計向上と貧困削減に寄与するもの

である。したがって、対象地域や社会のニーズとの整合性がある。ウガンダ政府の「国家

開発計画 2010/11-2014/15」及び「農業セクター開発戦略及び投資計画 2010/11-2014/15」で、

「疾病・病虫害管理」が重要視されている。わが国の対ウガンダ援助方針の優先分野の 1

つが農業開発であり、家畜衛生改善も重要視されている。疾病診断体制の改善のために、

中央レベルの疾病診断能力強化が基盤として必要・重要であることは間違いないことであ

ろうが、中央レベルの疾病診断能力向上が畜産農家レベルにまで確実に裨益することの展

望あるいは道筋を示すことも重要なことである。 
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(2) 有効性：現時点では、満足できる水準とはいえない。 

現時点でプロジェクト終了時（2013 年 6 月）のプロジェクト目標の達成度を予測するの

は時機尚早といえるかもしれない。日本側とウガンダ側の投入等が十分ではなかったこと

が要因となって、中間レビュー調査時点におけるプロジェクト目標の達成度は、まだ低い。

 

(3) 効率性：現時点では、満足できる水準とはいえない。 

主な要因は、日本人長期専門家の派遣の遅れ、大学内のラボ改修工事の遅れ、ウガンダ

側のカウンターパートの配置人数が極めて限定的、NADDEC スタッフ、マケレレ大学獣医

学スタッフ、日本人専門家間のコミュニケーションの不足などである。 

 

(4) インパクト：  

1) 上位目標「家畜の生産及び生産性の向上を目的に、家畜疾病管理のための機能する国家

診断体制が確立する。」達成の見通し 

NADDEC と MAK-COVAB による共同体制としての J-NADDIC の構築及び J-NADDIC

としての診断サービス提供は、初期段階にある。したがって、上位目標が達成されるか

どうか見通すことは時機尚早である。 

 

2) その他のインパクト 

特に顕著なプラスあるいはマイナスのインパクトは観察されなかった。 

  

(5) 持続性 

全般的な持続性を評価することはまだ困難である。政策面、組織面、資金面、技術面で

の持続性を確保するためには、改善を必要とする点がある。 

 

1） 政策面 

ウガンダ政府は、国家開発計画及び農業セクター開発戦略・投資計画において疾病管

理を重要視している。なお、政策面の持続性を確保するためには、政策を実施するに必

要な資金面での手当てが必要である。 

 

2） 組織面：  

NADDEC と MAK-COVAB における人材面と予算面の制約のため、J-NADDIC の構築は、

まだ初期段階にある。プロジェクトの残り期間に、J-NADDIC が信頼でき、よく構築され

た機関とするためには、今後、NADDEC と MAK-COVAB がプロジェクト活動の実施面と

資金面で徐々に役割を増加させていくことが望まれる。 

 

3） 財政面： 

これまでのところ、診断業務に必要な消耗品類やウガンダ側関係者の旅費も含めて、

プロジェクト活動のための費用の大半を JICA が負担している。J-NADDIC の資金的持続

性は、農業・畜産・水産省及び MAK-COVAB の予算措置に左右される。 

 

4） 技術面：  

両機関の関係者及び J-NADDIC として、十分な技術的能力を身につけるためには、両

機関関係者がプロジェクト活動に積極的に参加することが必要である。両機関ともスタッ
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フの定着性は高いので、いったん、必要な技術的能力を習得し、必要な運営予算が確保

されれば、技術的持続性は確保可能と判断される。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

特になし 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

特になし 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

特になし 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

1) 長期専門家 2 名（チーフアドバイザーと病理診断）の派遣が約 1 年遅れたため、プロ

ジェクト全般のマネジメント及び家畜疾病診断にかかわる技術移転の面で大きな制約要

因となった。 

2) マケレレ大学内の診断ラボの施設改修が半年程度遅れ、大学の中央診断ラボへのスタ

ッフ配置の遅れにつがったこと。 

3) NADDEC、マケレレ大学、日本人専門家間のコミュニケーションが必ずしも十分では

なかったこと。 

 

３－５ 結論 

 プロジェクト活動の進捗に遅れが生じているが、主な要因は、日本人長期専門家派遣の遅れ、

MAK-COVAB 内のラボの改修工事の遅れ、及び農業畜産水産省及び MAK-COVAB 側のプロジェ

クト活動に対する資金準備の不足にある。 

 ウガンダでは、政府の国民サービス再構成と地方分権化が進められてきた結果、NADDEC の

職員不足と予算不足をもたらし、NADDEC がその主要な機能を十分に果たすことが難しくなっ

た。このような状況への対応として、本プロジェクトでは、NADDEC と MAK-COVAB 間の連携

を強化することで、機能可能な共同家畜疾病診断体制を構築することを目的としている。本取

り組みは、新しく画期的なモデルをつくろうとするものであり、この革新的な挑戦を成功裏に

導くためには、すべてのプロジェクト関係者が本プロジェクト活動に積極的に参画することが

必要である。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

(1) プロジェクトの残り期間においてプロジェクトがとるべき事項 

1) コミュニケーションの改善 

プロジェクトの進捗を促進するために、頻繁かつ定期的な会議開催を通じて、

NADDEC、MAK-COVAB 及び日本人専門家間のコミュニケーションを改善する必要があ

る。 
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2) プロジェクト活動に関する詳細計画の作成 

NADDEC スタッフと MAK-COVAB スタッフが協力しつつ、詳細な活動計画を作成し、

プロジェクト関係者間でプロジェクトの詳細活動についての情報を共有する必要があ

る。 

 

3) 追加の要員の配置 

a) 技術的能力向上の対象者が誰であるのか明確化する必要がある。 

b) プロジェクトのコンポーネントごとに担当者を配置する必要がある。 

 

4) データ収集と記録 

J-NADDIC と県獣医事務所は、プロジェクトに関する指標（PDM に示された指標）に

関するデータを定期的に収集し、記録しておく必要がある。また、サンプル収集につい

ては、サンプルのパッキング方法等の面で改善が必要である。 

 

(2) ウガンダ側がとるべき事項 

1) 第４章の４－１－５で述べたように、今後、NADDEC と MAK-COVAB がプロジェクト

活動実施を牽引し、プロジェクトの残り期間に J-NADDIC を信頼できてよく構築された

機関にすることが期待される。この観点から、両機関には、J-NADDIC の運営の持続性を

確保するため、資金的手当を行うことが必要である。 

 

2) 上記事項を実現するためには、NADDEC 及び農業畜産水産省の幹部及び MAK-COVAB

の幹部が本プロジェクトを支援するために、必要な政策的・制度的予算措置をとること

が求められる。 

 

(3) PDM の改訂案（内容は省略） 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

 特になし。 
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第１章 中間レビューの概要 
 

１－１ 目的 

本調査は、2010 年 6 月から開始した技術協力プロジェクト「家畜疾病診断・管理体制強化計画

プロジェクト」が協力期間の半ばを過ぎた時機をとらえ、ウガンダ共和国（以下、「ウガンダ」と

記す）側実施機関の農業畜産水産省（Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries：MAAIF）

とマケレレ大学と合同で、本プロジェクトの活動実績、投入実績、目標や成果の達成状況を確認

したうえで、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点からレビュー

を行い、プロジェクト後半の活動計画に対する改善策の提言を行うことを目的に実施した。 

 

１－２ 調査団の構成 

＜JICA 側調査団＞ 

担当分野 氏 名 所 属 

総括 丹羽 憲昭 JICA 農村開発部審議役 

家畜疾病 酒井 健夫 日本大学生物資源科学部教授 

評価分析 道順 勲 中央開発株式会社 海外事業部 

計画管理 澤 真理 JICA 企画部業務企画第一課 

 

＜ウガンダ側調査団＞ 

担当分野 氏 名 所 属 

総括 Rose A. O. Ademun 

Principal Veterinary Officer, National Animal Disease Diagnostic 

and Epidemiology Center （NADDEC）, Department of Livestock 

Health and Entomology 

Directorate of Animal Resources and Fisheries, Ministry of 

Agriculture, Animal Industry and Fisheries （MAAIF） 

評価委員 Ruth T. Muwazi 

Deputy Principal, College of Veterinary Medicine, Animal 

Resources and Biosecurity, Makerere University 

（MAK-COVAB） 

 

１－３ 調査期間 

2011 年 11 月 26 日～12 月 17 日（付属資料 1 参照） 

 

１－４ 評価方法 

(1) 主な調査項目 

本中間レビュー調査は、2011 年 4 月に改訂された PDM Version 2 に基づき、プロジェクト

の実績、実施プロセス、及び以下の評価 5 項目に関するレビューを行った（PDM Version 1、

Version 2、PDM 改訂（案）（Version 3）の仮和文版は、付属資料 4 を参照のこと）。 
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妥当性 ウガンダの家畜疾病診断ニーズとの整合性、ウガンダの国家開発計画等との整

合性、日本の援助政策との整合性、プロジェクト・アプローチの適切性など 

有効性 プロジェクト目標の達成度見込み、アウトプットのプロジェクト目標達成への

貢献度 

効率性 達成されたアウトプットからみた投入の質・量・タイミングの適切性、効率性

を促進・阻害した要因 

インパクト 上位目標達成の見通し、プロジェクト実施によりもたらされた正負の効果・影

響 

持続性 開発政策との整合性、実施機関の組織・財政・運営管理能力、技術面における

持続性 

 

(2) データ収集方法 

上記の調査項目に関する情報・データ収集は、以下の方法により実施した。 

情報・データ 

収集方法 
目 的 主な情報源 

①文献調査 プロジェクトに関連

する政策、プロジェク

トの実績に関連する

資料 

・ 事前評価資料（長期専門家作成） 

・ わが国の対ウガンダ援助方針 

・ プロジェクト進捗報告書（実施運営総括表、短期専

門家報告書など）及び運営指導調査報告書類 

・ ウガンダの国家開発計画及び農業畜産水産省の開

発戦略 

② ヒ ア リ ン

グ調査 

プロジェクト の実

績・進捗状況及び実施

プロセスに関するヒ

アリング調査確認 

・ 日本人専門家 

・ ウガンダ側カウンターパート機関（農業畜産水産

省、マケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全性学

部、対象 5 県の県獣医事務所）の関係者 

・ 対象 5 県のうち、Mbarara 県、Mbale 県、Kigoba 県

の家畜飼育農家数戸 

・ Mbarara 県に本部が所在する酪農組合の職員・組合

長 

③質問票 成果の発現状況、効率

性、インパクト、持続

性等に関する事項の

把握 

・ 日本人専門家、カウンターパート（2 名）、対象 5 県

の県獣医事務所代表者 

 

(3) PDM の改訂 

上記のとおり、本中間レビュー調査は、2011 年 4 月に改訂された PDM Version 2 に基づき

進めた。なお、PDM の内容については、プロジェクト活動の進捗状況と指標に関するデータ

の収集状況を現地で確認しつつ、中間レビュー調査団としての改訂（案）を作成した。それ

を、2011 年 12 月 15 日に開催された JCC に提案した。PDM 改訂（案）（Version 3）の英語版

は、ミニッツの Annex 2 に示したとおりである。また、PDM 改訂（案）（Version 3）の仮和

訳版を付属資料 4 に示した。 

なお、このPDM 改訂案に基づき、今後、プロジェクト関係者で改訂案の内容について議論・
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検討し、さらに必要に応じて活動計画（PO）の見直しを行い、次回の JCC（合同調整委員会）

会議の際に PDM 改訂について承認を行うよう提言した（後述の提言の項、参照のこと）。 

 

１－５ ウガンダの家畜衛生関連分野におけるこれまでの協力実績 

 ウガンダにおけるわが国の過去の家畜衛生関連分野における協力としては以下のものがある。 

 

(1) 開発調査「ウガンダ国中部農業総合開発計画調査（1993 年～1994 年）」 

この開発調査の報告書で、家畜衛生・改良施設整備プロジェクトの実施を提言している。 

 

(2) 個別専門家の派遣 

1) 「家畜疫学調査」（1999 年） 

2) 「農業開発アドバイザー」（1999 年～2001 年、2003 年～2005 年、2007 年～2009 年、2009

年～2011 年） 

 

(3) 青年海外協力隊隊員の派遣 

「獣医師」（2002 年～2004 年）：疾病診断・疫学センター（National Animal Disease Diagnostic 

and Epidemiology Center：NADDEC）に派遣 

以下の技術協力実施前、ウガンダ政府から継続的に無償資金協力「国立動物疾病診断・検

疫センター建設計画」についての要請があった。しかし、JICA では、無償資金協力の妥当性

を明確にするためにはまず、畜産分野（畜産衛生分野）への協力の方向性を確立する必要が

あるとの結論に達したこと、また、NADDEC の機能強化のための技術協力プロジェクトの要

請もあったことから、以下の技術協力プロジェクトの実施に至った。 

 

(4) 技術協力プロジェクト「家畜疾病対策計画（2007 年 3 月～2009 年 3 月：2 年間）」 

中央・地方診断ラボの施設整備及び疾病診断技術者の育成が実施された。主たる活動場所

は、NADDEC で、長期専門家 1 名と短期専門家 3 名が派遣された。また、短期の青年海外協

力隊員 12 名が派遣された（県獣医事務所への派遣）。 

 

(5) シニアボランティア（獣医師）派遣 

2009 年 3 月から 2011 年 3 月までの 2 年間、NADDDEC に派遣された。 

 

１－６ ウガンダの農業セクター・畜産分野の現状 

(1) GDP に占める農業セクターの割合 

表１－１のとおり、 近 5 年間における GDP に占める農業セクター（農業、林業、水産業）

の割合は、21%から 23%の間で推移している。そのなかで、家畜分野の GDP に占める割合は、

1.5%から 1.9%の間である。GDP に占める割合が も高いセクターは、サービス分野で 46%

前後を占め、次に製造業が 25%前後を占めている。 
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表１－１ GDP に占める農業セクターの割合 

（年度はウガンダの会計年度） 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

GDP 総計（市場価格） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

農業、林業、水産業 22.3 21.4 23.1 23.8 22.5

   換金作物 1.9 2.3 1.7 1.5 0.9

   食用作物 12.6 11.2 13.3 14.3 13.0

   家畜 1.5 1.6 1.9 1.7 1.7

   林業 3.5 3.6 3.6 3.6 3.8

   水産業 2.8 2.7 2.5 2.6 3.1

製造業 25.2 25.8 24.7 24.9 25.4

サービス 47.0 46.9 46.4 45.3 46.2

調整 5.6 6.0 5.7 6.0 5.8

出所：Statistical Abstract 2011, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries 

 

(2) 農業セクターの雇用 

総労働人口は、2005/06 年度は 1,080 万人、2009/10 年度は 1,340 万人と推計されている。

農業セクターの雇用数は 880 万人と推計されており、これは 2009/10 年度の総労働人口の

65.7%を占めている。 

 

(3) 農家戸数 

2008/09 年のウガンダ農業センサスによると、農家戸数は 395 万戸と推計されている（人

口としては 1,930 万人）。また、2008 年の家畜センサスでは、450 万戸の農家は、少なくとも

1 種類の家畜を所有していると指摘している。 

 

(4) 家畜頭数 

2008 年から 2010 年までの家畜頭数は、表１－２のとおりである。 

 

表１－２ 種類別にみた家畜頭数（2008～2010） （単位：千頭） 

種類 2008 年 2009 年 前年比の伸び率 2010 年 前年比の伸び率 

ウシ 11,409 11,751 3.0% 12,104 3.0% 

ヒツジ 3,413 3,516 3.0% 3,621 3.0% 

ヤギ 12,450 12,823 3.0% 13,208 3.0% 

ブタ 3,184 3,280 3.0% 3,378 3.0% 

ニワトリ 37,444 38,557 3.0% 39,714 3.0% 

出所：Statistical Abstract 2011, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries 

 

飼育頭数で も多いのは、ニワトリで 397 万羽（2010 年）、以下、ヤギが 132 万頭、ウシ

が 121 万頭、ヒツジが 36 万頭、ブタが 33 万頭である。いずれの家畜も、飼育頭数は前年に

比較して 3%ずつ増加している。 

本プロジェクトの対象となっている 5 県の家畜頭数（2008 年）は、表１－３のとおりである。 
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表１－３ 県別にみた家畜頭数（2008 年） （単位：頭） 

 
県 ウシ ヤギ ヒツジ ブタ ニワトリ

シチメン

チョウ 
アヒル 

1 Kiboga 365,154 105,250 26,270 49,595 428,601 883 4,582

2 Mbale 63,826 96,617 5,108 23,315 459,868 26,162 13,100

3 Mbarara 149,992 176,464 22,588 12,243 239,470 711 5,966

4 Mpigi 216,621 102,828 23,221 108,083 600,950 1,143 10,456

5 Wakiso 114,769 132,964 27,542 199,962 2,783,509 4,852 33,350

出所：Statistical Abstract 2011, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries 

 

Kiboga 県はウシの頭数が、他県に比較して多い。ブタは、Mpigi 県と Wakiso 県で多く、ニ

ワトリは Wakiso 県で非常に多い。 

 

１－７ プロジェクトの実施体制と関連組織 

(1) プロジェクトの実施体制 

プロジェクト側作成のプロジェクトの実施体制図（オリジナルは英文）に基づき、和文版

の実施体制図を作成した（図１－１）。 
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プロジェクト活動の主たるサイトは、マケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全性学部

（College of Veterinary Medicine, Animal Resources and Biosecurity, Makerere University：

中間レビュー時のカウンターパート

農業畜産水産省（3 名）

1 Project Director Permanent Secretary

2 Project Manager Commissioner, Department of Livestock Health and Entomology

3 Counterpart (Coordinator) Senior Veterinary Officer, Veterinary Epidemiology and Diagnostic Unit

マケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全性学部（2 名）

1 Project Manager 

2 Counterpart (Coordinator)

図１－１ プロジェクトの実施体制図

Principal, College of Veterinary Medicine, Animal Resource and
Biosecurity

Assistant Lecturer, College of Veterinary Medicine, Animal Resource and 
Biosecurity

畜産農家

選定された県獣医事務所
5 県（Kiboga, Mbale,

Mbarara, Mpigi, Wakiso) 
民間の獣医師

中央診断ラボ

疫学ユニット 

診断ユニット
MAK-COVAB 

(マケレレ大学獣医学・動物 
資源・生物安全性学部）NADDEC

（疾病診断・疫学センター）

情報

サンプル

Joint-NADDIC
（国家共同家畜疾病診断センター） 

疾病の大発生 

情報

サ
ン

プ
ル

サ
ン

プ
ル

 

情
報

 
情

報
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MAK-COVAB）と MAAIF の NADDEC である。ただし、中間レビュー時点でカウンターパー

トとして配置されているのは、既述のとおり、MAAIF の幹部が 2 名と NADDEC のスタッフ

が 1 名である。マケレレ大学については、学部長 1 名とカウンターパートが 1 名である。 

長期専門家は、首都アンカラ市内にある MAK-COVAB の建物内に執務室を提供されており、

通常ここを拠点にプロジェクト活動に従事している。NADDEC は、エンテベ市にあり、

MAK-COVAB からは交通渋滞の有無にもよるが、車で 1 時間程度の距離にある。 

 

(2) 農業畜産水産省（MAAIF）及び NADDEC の組織 

NADDEC は、MAAIF の動物資源水産局家畜衛生・昆虫局国家疾病管理課の管轄下にある

組織である。NADDEC は、疫学ユニットと診断ユニットで構成され、診断ユニットには、次

の 8 つの担当がある。現在の組織図は付属資料 6 参照のこと。 

 

1) 細菌学 

2) ウイルス学 

3) 病理学 

4) 血液学 

5) 血清学 

6) 生化学 

7) 分子生物学 

8) ダニ駆除剤分析 

 

NADDEC の現在の職員数は、以下のとおりで、常勤及び契約職員合わせて 19 名である。 

・獣医師：8 名 

・ラボ・テクニシャン：8 名 

・データ入力：1 名 

・事務伝達係：1 名 

・ラボ補助員：1 名 

（注：職員数は、NADDEC 職員からのヒアリング調査情報） 

 

なお、MAAIF では、組織再編を進めており、職員数の増加も進められている。この措置に

沿って、2011 年と 2012 年、NADDEC の職員が 6 名増加した。その内訳は、獣医師 1 名とラ

ボ・テクニシャンが 5 名である。再編後の組織図（案）を付属資料 7（省全体）と付属資料 8

（家畜衛生部）に示した。また、NADDEC に相当すると考えられる獣医学診断疫学課の職員

定数（案）を付属資料 9 に示す（定数は 25 名にすることが計画されている）。 

 

(3) MAK-COVAB 及び中央診断ラボの組織 

マケレレ大学獣医学部は、2011 年に組織改編が行われ、現在の名称は、「獣医学・動物資

源・生物安全性学部」となった。その組織図を付属資料 10 に示す。組織改編前までは、複数

の学科内に、教育用ラボあるいは診断ラボを有していたが、本プロジェクトの実施を契機と

してこれまでの診断ラボを統合し、中央診断ラボを設けることになった（学生教育用ラボは、
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引き続き存在している）。中央診断ラボ用の部屋は、JICA 側の資金を用いて改修工事を行い、

2011 年 11 月に工事が完了し、中間レビュー調査時に開所式が行われた。MAK-COVAB では、

中央診断ラボの組織として、図１－２のような組織（案）を提示しており、また、教職員の

配置も検討中である（中間レビュー時点）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 中央診断ラボの組織図（案） 

 

組織図案では、中央診断ラボにマネージャー1 名とサブ・マネージャーを 1 名おき、5 つ

のユニットに計 10 名のスタッフを配置する計画である。スタッフは、獣医師とラボ・テクニ

シャンで構成される。 

 

(4) プロジェクト対象の 5 県の獣医事務所の職員数について 

現在、ウガンダには計 112 の県（District）があるが、本プロジェクトでは、5 県の獣医事

務所を能力強化の対象として選定した。選定された 5 県の獣医事務所ごとの職員数並びに参

考情報を表１－４に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(括弧内の数字は、計画配置職員数)

マネージャー (1)
サブ・マネージャー (1)

中央診断ラボ

(3)(2)(2)(2)

H/S/C/Pウイルス学ユニット細菌学ユニット病理学ユニット 分子学ユニット

(1)
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表１－４ 5 県の獣医事務所ごとの職員数とその内訳 

 県名 
総職員数

（人） 
職員の内訳 

県内の Sub-county 数

（Town council 含む）

県の人口 

（万人） 

（2002 年）

1 Kiboga 13 (1) 本部に獣医師 2 名（このほかに、

支援要員 4 名：ドライバー、人工授

精担当、秘書など）。 

(2) sub-county 事務所に獣医師 2 名と

畜産スタッフ （Animal Husbandry 

Officer）が 5 名。 

（フィールドスタッフ全員が、

NAADS プログラムに従事してい

る） 

8 10.8 

2 Mbale 13 獣医師 8 名、畜産スタッフ 2 名、人工

授精担当 1 名、ラボ・テクニシャン 1

名、秘書 1 名。 

22 33.2 

3 Mbarara 24 (1) 本部に 7 名（獣医師 3 名、畜産ス

タッフ 2 名、秘書 1 名、保安員 1 名）

(2) sub-county の事務所に 17 名の獣

医師 

17 36.1 

4 Mpigi 10 本部に 3 名、sub-county に 7 名。 7 18.7 

5 Wakiso 17 本部に 3 名、sub-county に 14 名。 19 90.7 

注 1：いずれもヒアリング調査情報 

注 2：人口データの出所：Uganda Bureau of Statistics 

 

なお、上記 5 県を選定した理由は、以下のとおりである（日本人専門家からのヒアリング

調査情報）。 

 

1) 中部地域に位置する Kiboga, Mpigi, Wakiso について 

Kiboga 県と Mpigi 県は、前回の協力プロジェクトで対象となっていた県獣医事務所であ

る。その際、シニアボランティアや短期協力隊員の派遣も行われ、活動並びに協力関係が

良好に維持されているため、本プロジェクトを通じてさらに活動を維持発展させることが

可能である。 

 

2) 東部地域にある Mbale 県 

東部地域の中心都市であり、前回の協力プロジェクトの対象県でもあった。将来的には、

東部地域をカバーする中核的な診断施設として機能することが期待されているため。 

 

3) 西部地域にある Mbarara 県 

前回の協力プロジェクトでは対象県ではなかったが、西部地域の他県の獣医事務所との
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協力関係をもっており、将来的に西部地域の中核として発展することが期待されているた

め。さらに、元種畜牧場である Zonal Agricultural Research and Development Institute（ZARDI）

とも密接な関係を有しており、両機関の連携により、西部地域の拠点形成を視野に入れる

ことができるため。 
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第２章 プロジェクトの実績 
 

２－１ 投入実績 

２－１－１ 日本側 

(1) JICA 専門家派遣 

中間レビュー時点で、長期専門家として 3 分野の専門家が派遣されている。①チーフア

ドバイザー、②病理学診断、③業務調整/疾病診断である。また、短期専門家として、4 分

野の専門家が派遣された。派遣実績概要は、表２－１～２のとおり。 

 

1) 長期専門家 

表２－１ 長期専門家 

   期 間 
M/M 合計 

（予定含む） 

 氏 名 分 野 開 始 終 了 （人/月） 

1 要田 正治 チーフアドバイザー 2011 年 6 月 10 日 2013 年 6 月 20 日 24.7 

2 近藤 博 病理診断 2011 年 6 月 10 日 2013 年 6 月 20 日 24.7 

3 蔵田 團果 業務調整/疾病診断技術 2010 年 6 月 21 日 2012 年 6 月 20 日 24.3 

 

2) 短期専門家 

表２－２ 短期専門家 

   期間 
M/M 合計 

（予定含む） 

 氏 名 分 野 開 始 終 了 （人/月） 

1 多田 融右 運営指導 2010 年 7 月 8 日 2010 年 8 月 9 日 1.1 

2 柏崎 佳人 家畜疾病診断体制 2010 年 9 月 22 日 

2011 年 9 月 11 日 

2010 年 12 月 20 日 

2012 年 2 月 19 日 

3.0 

5.4 

3 森田 幸雄 細菌学 2011 年 8 月 8 日 2011 年 9 月 2 日 0.8 

4 伊藤 琢也 獣医ウイルス学 2011 年 8 月 20 日 2011 年 9 月 3 日 0.5 

 

(2) 本邦研修受入れ 

中間レビュー調査時点までに以下の 6 名のプロジェクト関係者が本邦研修に参加してい

る。 
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表２－３ 本邦研修受入れ 

 氏名 研修期間 研修分野 研修内容 研修参加時の職位 

1 Nicolas Kauta 
2010 年 11 月 20 日～

11 月 28 日（9 日間）

動物産業にお

ける獣医技術

家畜疾病管理体制に

関する視察並びに日

本の大学教育カリキ

ュラム 

農業畜産水産省動

物衛生・昆虫局 

局長 

2 David Kabasa 
マケレレ大学獣医

学部 学部長 

3
Edward 

Wanpande 

2011 年 2 月 22 日～

3 月 13 日（20 日間）

持続的家畜開

発政策 

家畜疾病管理体制に

関する視察及び日本

大学獣医学部におけ

る個別技術の研修 

マケレレ大学獣医

学部 講師補佐 

4 Wilfred Eneku 
マケレレ大学獣医

学部 講師補佐 

5
Gabriel 

Tumwine 

マケレレ大学獣医

学部 講師補佐 

6 Tingiira Bosco
2011 年 8 月 10 日～

11月 20日（103日間）

動物農場のた

めの獣医技術

疾病管理及び治療・回

復のための動物農場

における臨床研修 

Kiboga 県獣医事務

所 獣医師 

 

(3) 機材供与 

車両、事務機器（コンピュータ、プリンターなど）、ラボ用機器（顕微鏡、冷蔵庫、血

液検査機など）が供与された。供与機材の価格合計は、2011 年 11 月現在で、41 万 9,000

米ドルである。詳細については、ミニッツの Annex 5 を参照のこと。 

 

(4) 日本側負担現地活動費 

プロジェクト活動に対して JICA 側が負担した費用は、2011 年 9 月時点で 3 億 7,923 万

2,840 シリング（円換算値 1,198 万円）である。詳細は、ミニッツの Annex 6 参照のこと。 

 

２－１－２ ウガンダ側投入 

(1) ウガンダ側カウンターパートの配置 

中間レビュー調査時点でカウンターパートとして配置されているのは、合計 5 名で、表

２－４のとおり、MAAIF が 3 名〔プロジェクト・ダイレクター、プロジェクト・マネージ

ャー、カウンターパート（調整役）〕、MAK-COVAB が 2 名〔プロジェクト・マネージャー

とカウンターパート（調整役）〕である。詳細は、ミニッツの Annex 7 を参照のこと。 
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表２－４ ウガンダ側カウンターパートの配置 

 所 属 氏 名 現在の職位 本プロジェクトにおける役割

1
農業畜産

水産省 

（MAAIF）

Mr. Vincent R. Rubarema 次官 プロジェクト・ダイレクター 

2 Dr. Nicholas K. Kauta 家畜衛生・昆虫局 局長 プロジェクト・マネージャー 

3 Dr. Deo B. Ndumu 
獣医学伝染性及び診断ユニ

ット シニア獣医師 
カウンターパート（調整役） 

4
マケレレ

大学 

Dr. John David Kabasa 
獣医学・動物資源・生物安

全性学部 学部長 
プロジェクト・マネージャー 

5 Dr. Eddie Wanpande 
獣医学・動物資源・生物安

全性学部 講師補佐 
カウンターパート（調整役） 

 

(2) ウガンダ側活動経費負担 

MAAIF 内及び MAK-COVAB 内の専門家用事務スペース及びラボラトリーにおける光熱

費（電気、水道料金など）を両機関が負担した（ただし、具体的金額については不明）。 

 

(3) 施設の提供 

上記のとおり、マケレレ大学においては、MAK-COVAB 内に専門家用事務スペースと診

断ラボラトリーがプロジェクト活動用に提供されている。MAAIF においては、エンテベ市

にある、元の MAAIF 本部に専門家執務室が提供され、またそこから少し離れた NADDEC

のラボがプロジェクト活動に利用されている。（注：MAAIF の本部は、2011 年 10 月 1 日

からカンパラ市に移転した。） 

なお、NADDEC 所属のウガンダ側評価メンバーから、次のような指摘があった。JICA

は、NADDEC 内の事務スペースを閉じ、そこにあったほとんどの物品を移転した（コンピ

ュータ用テーブル 1 台と数冊の本を除く）。現在、そのスペースは、インターン（研修員）

や訪問者が NADDEC に元々あった機材とともに、利用している。 

 

２－２ 成果の達成状況 

２－２－１ 成果 1：MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の緊密な連携に

よる機能的な家畜疾病診断システム整備のためのアクションプランが作

成される。 

 

指標 1： アクションプランが作成され、承認を受けるために第 1 年次の JCC に提出される。

本プロジェクトに関するアクションプランは、2011 年 4 月 28 日に開催された JCC 会議で

承認されたため、成果 1 の指標は達成済みであるされた。 

なお、このアクションプランは、本プロジェクト期間中の活動計画を示したものであり、

プロジェクト活動自体は、2010 年 6 月に作成されたアクションプラン第 1 案に沿って進めら

れてきている（アクションプランの構成は、ミニッツの Annex 8 参照）。 
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２－２－２ 成果 2：国家共同家畜疾病診断センターを立ち上げることによって、包括的かつ専

門的診断サービスが提供できている。 

国家共同家畜疾病診断センター（Joint National Animal Disease Diagnostic Centre：J-NADDIC）1の

立ち上げ並びに包括的かつ専門的診断サービス2を提供できるようになるための能力開発が進

められており、現在は、その初期段階にある。NADDEC 及び MAK-COVAB の関係者が、診断

技術の向上及び両機関間の連携メカニズムの構築をめざしている本プロジェクトの活動に、よ

り積極的に参加することを通じて、今後、さらに関係者の能力強化が図られることが期待され

る〔なお、本成果の評価においては（終了時評価時）、数値指標だけでなく、J-NADDIC が提供

する診断サービスの質の観点からも評価を加えることが望ましいと考える〕。 

 

指標 2-1：第 3 年次までに国家共同家畜疾病診断センターが受領・分析した診断サンプル数

が 15%3増加する。 

J-NADDIC の立ち上げ並びに関係者の能力開発は、現在その初期段階にあり、J-NADDIC

としてサンプルを受け取ってはいない。NADDEC と MAK-COVAB がそれぞれ別々にサンプ

ルを受け取っており、各機関が 2010 年と 2012 年に受け取ったサンプル数は、表２－５のと

おりである。 

 

表２－５ 各機関が受領したサンプル数（2010 年/2012 年） 

年 
受領したサンプル数 

NADDEC MAK-COVAB 計 

2010 XXX 280 XXX 

2011 

1,856 

（この数値は、2011 年 1 月 11 日から

12 月 2 日までのもの）（データとして

は、4 つの県獣医事務所から受領した

もの：Kiboga, Mbale, Mbarara, Wakiso） 

64 

（ 近 6 カ月のデータ。なお、

ラボの改修工事にともない、受

領したサンプル数は、以前と比

較して減少している） 

1,920 

注： XXX：中間レビュー期間中にデータが入手できなかったことを示す。 

 

2010 年に NADDEC と MAK-COVAB が受領したサンプル数については、NADDEC のデー

タが入手できなかったため、合計値の算出ができなかった。なお、今後、NADDEC の数値デ

ータが得られれば、その数値と MAK-COVAB の数値を加えた数値が、評価における基礎デー

タとなる。2011 年のサンプル受領数は、両機関合わせて 1,920 である。ただし、NADDEC の

数値は、プロジェクト対象 5 県のうち、4 県分であり、もう 1 県分のデータを収集し、加え

る必要がある。なお、データが十分には収集できなかったため、2010 年と 2011 年のサンプ

ル数を比較して、その増減の程度を図ることはできなかった。 

                                                        
1 「国家共同家畜疾病診断センター」の略称については、R/D や大半の報告書の中で、J-NADIC と表記され、一部 J-NADDIC
との表記も使用されていた。今回作成した英文版の中間レビュー報告書でも、J-NADIC と表記しているが、JCC 会議の際に
関係者が議論した結果、今後は、「J-NADDIC」と表記していくことになった。 

2 「包括的かつ専門的診断サービス」とは、原因不明の疾病、特定原因の疑似疾病、類似疾病について、病理学的、病原学的、
疫学的に病性鑑定し、疾病を特定し、その対処法を助言すること。（長期専門家の説明による） 

3 「15%増加」という数値指標設定については、PDM Version 2 作成時に設定されたものであるが、特段の根拠はなく、これく
らい増加すればよいであろうとの判断に基づき設定されたものである。 
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終了時評価調査においては、2010 年の数値と 2012 年の数値を比較して、この指標の達成

度を評価することとなる（評価を可能とするためには、本中間レビューで入手できなかった

一部データを入手し、さらにプロジェクト実施側が定期的に NADDEC とマケレレ大学が受

領したサンプル数をモニタリングし、記録として蓄積しておく必要がある）。 

 

指標 2-2：マケレレ大学獣医学部の中央診断ラボに、以下の 8 分野それぞれのための診断

技術が少なくとも 1 つ以上導入される。 

- 病理学/病理組織学の技術 

- 血液学、生化学、血清学の技術 

- 寄生虫学、細菌学、ウイルス学の技術 

- 分子・生物学技術 

上記の 8 分野の診断技術は、家畜疾病診断における基礎的技術である。 

4 分野（①病理学/病理組織学、②細菌学、③ウイルス学、④分子・生物学）の診断技術の

導入については、MAK-COVAB において今年（2011 年）から、日本人専門家（長期及び短期）

による技術移転を通じて開始されている。 

残り 4 分野（⑤血液学、⑥生化学、⑦血清学、⑧寄生虫学）については、短期専門家によ

り一部の技術移転が実施されたが、さらなる技術移転が予定されている。2012 年第１四半期

には、数名の短期専門家の派遣が予定されており、技術分野としては、①病理学/病理組織学、

②細菌学、及び③ウイルス学である。このような日本人専門家による技術移転の継続並びに

本邦研修を通じて、MAK-COVAB の中央診断ラボの関係スタッフが、プロジェクト終了時ま

でに 8 分野の診断技術について、適切な水準の技術を身につけることが期待される。 

これまでに派遣された短期専門家の技術移転対象が MAK-COVAB の学生のみ（学部生ある

いは修士課程の院生）であった事例があった。本プロジェクトにおける技術移転の主たる対

象は、NADDEC と MAK-COVAB のスタッフであり、また J-NADDIC の活動に参加する予定

者である。特に、この指標については、MAK-COVAB の職員を主な対象としている。したが

って、MAK-COVAB 並びに NADDEC のスタッフの積極的な参加が必要である。 

表２－６に技術分野ごとに、これまでに実施された技術移転、技術移転を受けた人、今後

の診断技術能力強化計画を示す。なお、技術移転が実施される前に、前もって研修計画を関

係者に提示し、技術移転を受けるに適したスタッフの人選を明確化することが必要である。 

 

表２－６ 技術分野ごとにみる技術移転実施状況 

技術分野 技術移転の状況 技術移転を受けた人 今後実施必要な事項 

1 病 理 学 /

病理組織

学 

2011 年 6 月から近藤専門家（長期）

がこの分野の技術移転を開始し

た。 

（今後の計画） 

今後、免疫染色技術分野の短期専

門家の派遣が予定されている。 

1) Eneku Wilfred, TA, 

Pathol 

2) Francis Mutebi, TA, 

Pathol 

3) Majidu Kiseka, 

Technician 

（上記は、いずれも

教職員） 

1)さらなる標本作

成技術の質の向上、

2)診断材料・結果の

集積、3)鏡顕技術の

向上と解釈、4)経験

共有（スライドセミ

ナー）による研鑽。 

2 血液学 未実施   
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3 生化学 未実施   

4 血清学 （今後の計画）短期専門家による

以下の技術の移転が予定されてい

る。 

1) ポリクロナール抗体作成技術 

2) ポリクロ抗体の応用技術（抗体

の標識化） 

3) ブルセラ病診断試験作製技術 

2011 年 11 月 30 日に

説明会が行われた。 

 

5 寄生虫学 未実施   

6 細菌学 短期専門家が、畜産食品由来感染

症原因菌（カンピロバクター菌と

サルモネラ菌）の分離・標準同定

法を指導した。 

（今後の計画）短期専門家による

以下の技術の移転が予定されてい

る。 

1) 乳房炎原因菌の同定と問題農

家への対処法。 

2) 一般細菌性疾病の病性鑑定技

術。 

1) Collins Lobega, 

MS, BBLT 

2) Noleboil Dickson, 

MS, BBLT 

（両名は修士課程の

学生） 

これら細菌の標準

的診断技術は移転

された。 

 

（今後の計画） 

サルモネラ菌につ

いては血清型別用

抗体を作成予定。 

7 ウイルス

学 

短期専門家が、細胞培養技術、狂

犬病の蛍光抗体試験を指導した。

1) Sharif Tusuubira, 

MSc, BBLT 

2) Edgar Kigozi, UG, 

BBLT 

3) Iwan Magale, 

Salome Kuteesa, 

Christine Inyakuwa 

（学生が技術移転を

受けた） 

各種ウイルス性疾

病病原体の病性鑑

定 

 短期専門家が、複数の細胞を使用

し、培養技術を指導した。 

対象者は、15 のスタ

ッフで、そのうちの

約半数が基礎的技術

を習得した。 

 

 （今後の計画） 

短期専門家が、ウイルス疾病の病

性鑑定技術を指導する予定。 

  

8 分子・生

物学 

短期専門家が、カンピロバクター

菌とサルモネラ菌の識別方法を指

導した。 

1) Collins Lobega, 

MS, BBLT 

2) Noleboil Dickson, 

MS, BBLT 

（学生が技術移転を

受けた） 

 

注：BBLT：BSc in Biosecurity and Lab Technology, MSc：修士課程の学生, TA：Teaching Assistant, UG：Undergraduate student 
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指標 2-3：MAAIF 疾病診断・疫学センターが、CBPP（牛肺疫）、CCPP（小反芻獣肺疫）、

アフリカ豚コレラ、狂犬病、PPR（小反芻獣疫）の診断試験を実施できる。 

CBPP（牛肺疫）、CCPP（小反芻獣肺疫）、アフリカ豚コレラ、狂犬病、PPR（小反芻獣疫）

は、ウガンダにおいて高い頻度で発生する疾病であり、管理する必要性が高い。これら 5 種

類の疾病は、ウガンダの届け出が必要な疾病に該当し、国際獣疫事務局（L'Office international 

des epizooties：OIE）の疾病リストにも載っている疾病である。狂犬病については、動物にも

人間にも感染するため、その管理が重要な疾病である。 

NADDEC では、これら疾病の診断試験を、診断キットを用いて長年行ってきており、これ

ら疾病を診断する一定の能力を備えている。 

これらの疾病のほかに、2010 年 10 月には、ELISA 法4を用いたリフトバレー熱の診断試験

の導入を試みた（ただし、技術移転を受けたスタッフが途中から技術移転活動に参加しなく

なったため、十分な成果は上がっていない）。 

 

指標 2-4：ブルセラ症のための診断薬キットが生産・利用される。 

NADDEC では、ブルセラ症のための診断薬を生産しており、2010 年の生産量は計 500 ミ

リリットルであった。試薬の種類には、ローズベンガル試験用とミルクリング試験用がある。

生産された診断薬の大半は、県獣医事務所に供給された（供給先としては、20～30 カ所の県

獣医事務所）。2011 年については、9 月時点で、診断薬の生産はなかった。 

プロジェクト対象 5 県でのヒアリング調査結果によると、5 県中 4 県の県獣医事務所が、

NADDEC が生産したブルセラ症診断薬の供給を受け、利用している。 

 

表２－７ 県ごとにみるブルセラ症診断薬の利用状況 

県 県獣医事務所から得た情報 

Kiboga 2010 年に NADDEC から受領した診断薬は、合計 20 ミリリットルで、その内訳は、

ローズベンガル試験用が 4 瓶である。2011 年に受領した診断薬はない。 

Mbale 2010 年に NADDEC から診断薬を受領している（ただしそれ以上の情報はなし）。

2011 年に受領した診断薬はない。 

Mbarara 必要が生じた際に、事務スタッフが民間の商店から診断薬を購入している。 

Mpigi 2010 年に NADDEC から診断薬を受領している（ただし、受領した診断薬の分量

についての記録なし）。2011 年に受領した診断薬はない。 

Wakiso 2010 年に受領した診断薬はない。2011 年には、いくらかの診断薬（ローズベンガ

ル試験用）を NADDEC から受領した。 

 

指標 2-5：国家共同家畜疾病診断センターによって、サンプル収集及び検査のためのラボ試

薬及び保存溶液が 4 種類以上作成され、選定された県獣医事務所に供給される。

NADDEC は、ラボ試薬及び保存溶液を生産し、県獣医事務所に無料5で供給している。現

在 NADDEC では、これら試薬等の生産における品質管理を導入し、生産量と供給について

の記録作成を開始したとのこと。 

                                                        
4 ELISA （Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay） は、試料中に含まれる抗体あるいは抗原の濃度を検出・定量する際に用い
られる方法。 

5 政府規定により NADDEC は、試薬や保存溶液を有料で提供することができない（民間の獣医師が対象であったとしても）。 
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なお、MAK-COVAB の中央診断ラボでも、今後、ラボ試薬と保存溶液を生産する計画があ

る。 

 

２－２－３ 成果 3：緊急疾病発生に対処する実践的な調査システムが整備される。 

今後、関係者間での議論を通じて、緊急疾病発生に対処する実践的な調査システムを構築す

る必要がある。 

 

指標 3：プロジェクト期間中 1 回以上、緊急疾病流行が、国家共同家畜疾病診断センター

の共同調査チームによって調査される。 

緊急疾病発生に関する調査事例が 1 つある。それは、MAK-COVAB のスタッフで構成され

るチームが実施した調査で、Mbarara 県に所在する酪農組合（Uganda Crane Creameries 

Cooperative Union Ltd.）から乳牛の突然死や流産などの発生情報を受けて、ウガンダ西部地

域で実施された調査である。調査チームはサンプルを収集した。収集したサンプルには、ブ

ルセラ症感染が疑われる流産したウシの血清、炭疽病が疑われるウシの血液サンプル、東海

岸熱が疑われるウシ（死亡したウシと生きているウシの両方）のリンパ節が含まれる。収集

したサンプルは、MAK-COVAB の中央診断ラボに持っていき、検査が行われた（中間レビュ

ー時には、その調査報告書（案）ができ上がった段階であった）。 

J-NADDIC による共同調査チームの編成は今後実施必要な課題であり、まずは、プロジェ

クト関係者間（NADDEC 及び MAK-COVAB の関係者と日本人専門家）で議論する必要があ

る。調査チームのメンバー構成、主な業務内容、運営手順、調査に必要な経費の資金源など

について合意する必要がある。 

 

２－２－４ 成果 4：MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の間の情報交換

システムが開発される。 

情報交換システムを開発するためには、両機関（NADDEC 及び MAK-COVAB）ともに、こ

の活動を担当する人を決め、その他の関係者を含めてこの点に関する議論を始める必要がある。 

 

指標 4：国家共同家畜疾病診断センターが作成したすべての診断データが、センターに集

められ、蓄積され、MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部との

情報共有が行われる。 

NADDEC 及び MAK-COVAB 間で合意した診断書様式があり、MAK-COVAB では、病理学

分野の日本人専門家派遣以降、その様式を用いて病理学診断の結果を記録し、その記録を蓄

積している。ただし、まだ NADDEC 及び MAK-COVAB 間で、情報交換システムの開発をど

のようにするかについての議論が十分ではなく、システム開発に着手していないため、蓄積

している記録を NADDEC と共有することは行われていない。NADDEC 及び MAK-COVAB

は、情報共有の重要性を十分認識しており、情報共有方法についてもいくつかのアイデアを

もっている。1 つは、紙ベースでの情報共有（適用が容易な方法）であり、もう 1 つはイン

ターネット利用による情報共有である。 
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２－２－５ 成果 5：選定された県獣医事務所において初期診断及びサンプル収集技術が改善

される。 

研修コースの実施や日本人専門家のフィールド訪問を通じて、選定された 5 県の獣医事務所

のスタッフの能力開発が進展している。 

 

指標 5-1：県獣医事務所によって収集・検査されたサンプル数が、第 3 年次までに 15%増加

する。 

プロジェクト対象 5 県の獣医事務所が 2010 年及び 2011 年に収集したサンプル数は表２－

８のとおりである（県獣医事務所でのヒアリング調査結果）。 

 

表２－８ サンプルの収集状況 

  収集したサンプル数  

 県 2010 年 2011 年 増加率（%） 

1 Kiboga 55 32 

（1 月から 8 月までの分と 11 月

分。9 月分と 10 月分は、担当者

が本邦研修に参加し、不在であ

ったため、記録が残っていない）

-41.8% 

2 Mbale 31 21 

（1 月から 11 月まで） 

- 32.3% 

3 Mbarara 2,670 

（3 月から 12 月まで） 

2,454 

（1 月から 11 月まで） 

- 8.1 % 

4 Mpigi 118 

（11 月と 12 月のデータが不足）

143 

（1 月から 11 月まで） 

+ 21.2% 

5 Wakiso 記録なし 一部のデータの記録あり 

（48） 

（計算不能） 

 

データが不足している部分があるので、単純には比較できないが、2010 年と 2011 年（大

半の場合、1 月から 11 月までの合計値であるが）のサンプル収集数を比較すると、3 つの県

では減少し、1 つの県で増加している。Wakiso 県の場合、 近設けられた新しいラボである

ことと、収集しているサンプル数が少ないために、データ記録体制がまだ整っていない。 

上記のとおり、県獣医事務所によっては、サンプル収集データが記録されていない場合が

あり、また、県獣医事務所によってサンプル収集数に大きな開きがあること、さらに疾病の

発生状況によってサンプル収集数が増減し、月によって数量に大きな変動があることから、

定性的な指標を加えたほうが望ましいと考える。なお、県別・月別のサンプル収集数につい

ては、ミニッツの Annex 9 に示した。 

 

指標 5-2：選定された県獣医事務所から国家共同家畜疾病診断センターに提出されたサン

プル数が、第 3 年次までに 15%増加する。 

表２－９に NADDEC 及び MAK-COVAB に提出されたサンプル数を示す（県獣医事務所で

のヒアリング調査結果）。 
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表２－９ サンプルの提出状況 

  2010 年  2011 年 （11 月末現在） 

DVO 

NADDEC に

提出された

サンプル数

MAK-COVAB

に提出された

サンプル数 

計 

NADDEC に

提出された

サンプル数 

MAK-COVAB

に提出された

サンプル数 

計 

Kiboga 50 1 51 0 1 1 

Mbale 12 0 12 0 0 0 

Mbarara 0 0 0 0 2 2 

Mpigi 20 0 20 14 13 27 

Wakiso 0 0 0 8 43 51 

Total 82 1 83 22 59 81 

 

5 県の獣医事務所が NADDEC 及び MAK-COVAB に提出したサンプル数は、2010 年は 83

個と 2011 年は 81 個である。2011 年の数値は 11 月末までの数値であるが、2010 年と 2011 年

の数値を比較すると 2.4%の減少となる。 

なお、県獣医事務所が NADDEC や MAK-COVAB に安全にサンプルを提出するためには、

サンプルを適切に梱包する方法と運搬方法を開発する必要があるとの関係者からのコメント

があった。 

 

その他の成果：県獣医事務所職員向け研修の実施実績 

本プロジェクトでは、中間レビュー時までに県獣医事務所スタッフ向けに 2 種類の研修を

実施している。 初に実施されたのは、サンプル収集及び診断技術に関する研修で、Mbale、

Mbarara、Mpigi、Wakiso の 4 つのプロジェクト対象の県獣医事務所スタッフに加えて、周辺

の県獣医事務所のスタッフも研修対象として実施された。総参加者数は、48 名である。2 つ

めの研修は、食肉検査にかかわる研修で、Kiboga、Mbale、Mpigi の 3 県の獣医事務所スタッ

フを対象に実施された。総参加者数は、37 名である。 

 

表２－10 職員向け研修実施実績 

 研修コース名 実施時期 
参加者数 

（人） 

県獣医事務所別の参加者数 

（括弧内の数値） 

1
獣 医 ラ ボ 向

け サ ン プ ル

収 集 及 び 診

断技術 

2010 年 10 月 24 日～27 日 13 Kampala (3), Mpigi (6), Wakiso (4) 

2 2010 年 11 月 14 日～17 日 16 Kumi (3), Mbale (4), Pallisa (3), 

Sironko (3), Tororo (3) 

3 2010 年 12 月 5 日～8 日 19 Bushenyi (3), Ibanda (3), Isingiro (3), 

Kiruhura (2), Mbarara (5), Ntungamo (3) 

4 食 肉 検 査 体

制 に 関 わ る

能力強化 

2011 年 8 月 12 日～13 日 15 Mbale (15) 

5 2011 年 8 月 19 日～20 日 12 Kiboga (12) 

6 2011 年 8 月 26 日～27 日 10 Mpigi (10) 

  計 83  

注：上記研修の内容設定と研修目的等についての情報を付属資料 11 に示す。 
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なお、2012 年 1 月から 3 月にかけて、県獣医事務所スタッフを対象に、「乳房炎管理のた

めの能力向上」研修が予定されている。 

 

２－３ プロジェクト目標の達成見込み 

２－３－１ プロジェクト目標：MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部が、

共同診断機関のプラットフォームとして先導しつつ、密接な

連携を図ることで、国家の家畜疾病診断能力が向上する。 

プロジェクト活動の進捗の遅れを考慮すると、現時点でプロジェクト終了時（2013 年 6 月）

のプロジェクト目標の達成度を予測するのは時期尚早といえるかもしれない。今後、ウガンダ

側関係者のプロジェクト活動への参加度が高まり、NADDEC と MAK-COVAB 間で密接な協働

が実現され、ウガンダ側の主体性が増加すれば、本プロジェクトが対象としている 25 種類の

家畜疾病の大半について、J-NADDIC として診断能力を身につけることが期待される。 

 

指標：国家共同家畜疾病診断センターが、本プロジェクトによってリスト化された 25 種類

の家畜疾病すべてについて診断できる。 

本プロジェクトでは、診断技術を身につける必要性が高いと判断された家畜疾病が 25 種

類選定された。これら疾病を診断する現在の能力について、関係者に判断してもらい、その

結果を表２－11 内に記載した。3 種類の疾病については、満足できる水準の診断能力がある

と判断され（NADDEC あるいは MAK-COVAB において）、7 種類の疾病についてはある程度

の能力があるものの、まだ十分ではないと判断されている。詳細については表２－11 を参照

のこと。 

プロジェクト関係者の予測によると、プロジェクト終了時までには、J-NADDIC として 25

種類の疾病の大半について、適切な診断能力を習得できるであろうとのことであった（付属

資料 12 参照のこと）。 

 

表２－11 診断技術の必要性が高い家畜疾病 25 種類 

 疾病名称 現在用いている技術 プロジェクトで用いる技術 
現在の診断

能力 

 <国家管理疾病（State Control Diseases）>   

1 牛肺疫（CBPP）、 

小反芻獣肺疫（CCPP） 

ELISA キット（酵素免疫

吸着測定法）（NADDEC） 

ELISA、CFT（補体結合テスト）、

PCR（ポリメラーゼ連鎖反応） 

一部可能 

2 狂犬病（Rabies） IFAT （間接蛍光抗体法） 

（NADDEC） 

IFAT、histopathology（病理組織検

査） 

可能 

 <届出伝染病 （Notifiable diseases）>   

3 トリバノソーマ症

（Trypanosomiasis） 

顕微鏡検査、PCR（ポリ

メラーゼ連鎖反応）

（MAK） 

顕微鏡検査、HCT（ヘマトクリッ

ト） 

一部可能 

4 結核（Tuberculosis）  ツベルクリン検査、病理組織検査 可能 

5 羊痘（山羊痘）（Sheep 

（Goat） Pox） 

 病理組織検査 （未） 
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6 アフリカ豚コレラ 

（African Swine Fever） 

ELISA キット（NADEC） PCR （未） 

7 豚丹毒（Swine Erysipelas）  細菌分離、病理組織検査 （未） 

8 気腫疽（Blackquater） 細菌分離（MAK） 細菌分離、病理組織検査 （未） 

9 ブルセラ症（Brucellosis） ローズベンガル、ELISA 

（NADDEC） 

ローズベンガル、ELISA、細菌分

離、PCR 

一部可能 

10 トリコモナス症

（Trichomoniasis） 

顕微鏡検査 顕微鏡検査 （未） 

11 カンピロバクター感染症

（Campylobacteriosis） 

 細菌分離、PCR、IFAT 一部可能 

12 ヨーネ病（Paratuberclosis）  病理組織検査 （未） 

13 すべてのダニ媒介疾患

（All tick-born diseases） 

顕微鏡検査 顕微鏡検査、病理組織検査 可能 

14 ランピースキン病（Lumpy 

Skin Disease） 

 SNT（血清中和試験）、RT-PCR（逆

転写 PCR） 

（未） 

15 ニューカッスル病

（Newcastle Disease） 

 HI（赤血球凝集抑制試験）、病理

組織検査 

一部可能 

16 ガンボロ病（Gumboro 

Disease） 

 ウイルス分離、ELISA、病理組織

検査 

一部可能 

17 鶏痘（Fowl Pox）  臨床、病理組織検査 （未） 

 <その他の疾病（Other diseases）>   

18 小反芻獣疫（PPR） ELISA キット ELISA、SNT （未） 

19 乳腺炎（Mastitis） 顕微鏡検査、観点培養 細菌分離、感受性検査 （未） 

20 サルモネラ症

（Salmonellosis） 

顕微鏡検査 細菌分離 （未） 

21 大腸菌症（Colibacillosis） 顕微鏡検査 細菌分離 （未） 

22 炭疽病（Anthrax） 細菌分離、染色 細菌分離、パールテスト （未） 

23 栄養欠乏（Nutritional 

Deficiency） 

 病理、病理組織検査、生化学検査 （未） 

24 寄生虫疾患（Parasitic 

Diseases） 

顕微鏡検査 顕微鏡検査、病理、病理組織検査 （未） 

 <緊急疾病 （Emerging diseases）>   

25 リフトバレー熱（RVF） ELISA ELISA、SNT 一部可能 

 

２－４ 実施プロセス 

本技術協力プロジェクトは 2010 年 6 月に開始されたが、後述する効率性の項で述べるように、

3 名の長期専門家を派遣する計画であった。しかし、実際には「業務調整/疾病診断技術」担当の

1 名だけの派遣となり、残り 2 名（チーフアドバイザーと病理診断）の長期専門家の派遣は人選

に時間を要したため、1 年遅れた（2011 年 6 月に派遣された）。2 名の長期専門家の派遣の遅れは、

プロジェクト全般のマネジメント及び家畜疾病診断にかかわる技術移転の面で、大きな制約要因

となったといえる。具体的には、ウガンダ側のカウンターパート配置や技術移転対象の明確化と
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いったプロジェクト実施体制の構築が遅れ、また、特にマケレレ大学側の技術移転対象者の明確

化が遅れるといった状況をもたらした。 

これらの点に加えて、マケレレ大学内の診断ラボの施設改修が予定より半年程度遅れたことも、

大学の中央診断ラボへのスタッフ配置の遅れにつながった（ただし、ラボの改修工事が実施中で

あっても、教育用ラボや一部の診断ラボ施設は利用できる状況にあったとの話であるので、大学

側がもっと主体性を発揮すれば、技術移転対象者をある程度特定し、技術移転面でのプロジェク

ト活動はもっと早期に開始できたはずであると考える）。 

このほかに、NADDEC、マケレレ大学、日本人専門家間のコミュニケーションが、必ずしも十

分ではなかったと判断されるが、これも効率性の項で述べている。 
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第３章 技術的側面 
 

３－１ 専門的知見からの調査結果 

畜産の振興は、生産の大きな阻害要因である家畜や家禽疾病の発生を阻止することにかかって

いる。すなわち、疾病の発生状況を調査分析し、病因を迅速かつ正確に診断し、診断結果に基づ

いた適切な措置によって罹患した家畜や家禽の回復を図ること、感染が原因である場合は選択し

た防疫対策によって清浄化を図ることにある。さらに疾病の予防を積極的に実践し、適切な飼養

環境と飼養技術を確保することによって、当該疾病の再発を防止することに基づいている。 

特に、畜産現場では、畜産物の生産性や収益性の確保を図るうえで、疾病を発生させない飼養

環境を整備する生産衛生、疾病の原因を飼養現場で迅速かつ正確に診断する臨床疫学診断、採取

したサンプルを用いて施設内で行う臨床病理学的診断が、病因対策を図るうえで極めて重要であ

る。 

JICA は 2007 年 3 月から 2009 年 3 月までの 2 年間にわたり、技術協力プロジェクト「家畜疾病

対策計画」を調査地域で実施し、ウガンダ政府農業畜産水産省の家畜疾病診断・疫学センター及

び地方診断ラボの整備を図った。しかし、十分な成果は得られず、疾病診断の整備充実に対する

新たな展開が必要になった。そこでウガンダ政府は後続案件として、家畜疾病診断・疫学センタ

ーとマケレレ大学獣医学部との連携による家畜疾病診断体制の強化を目的とした「家畜疾病診

断・管理体制強化計画プロジェクト」を日本政府に要請し、JICA は 2010 年 6 月から 3 年間の予

定で本プロジェクトを開始した。 

本プロジェクトの目的は、家畜や家禽の生産阻害要因の 1 つである疾病の診断体制の整備充実

であり、調査地域の畜産振興を図るうえで高く期待される。しかし、現地では長期専門家の着任

や中央診断ラボ（CDL）の改修工事の遅れに加えて、現地獣医師やラボ・テクニシャン等の専任

スタッフが十分に配置されていない等の課題が多い。さらに、疾病診断の能力を有し意欲的に業

務に取り組む人材の確保とその能力の開発、現地スタッフの意識改革等のブラッシュアップ教育

の導入の必要性、生産現場での疫学情報の収集と分析、検体数の確保と診断能力の向上等多くの

課題があり、実質的な稼働に至っていない。そのためには、本プロジェクトの計画期間の約 2 分

の 1 が経過した今日、J-NADDIC の自立的活動とその成果の蓄積に基づく畜産農場、政府機関、

大学との間の信頼関係の構築が強く望まれる。 

特に畜産農場で問題となっている病原体の生態、伝播経路と病原性の疫学的解明、現地の実情

を考慮した診断・予防・治療法の確立、危機管理体制の整備並びに感染症発生現場でその防疫対

策を実践できる人材の育成が急務である。また、実験施設内での ELISA、PCR 等の各種免疫学的

及び遺伝子学的検査法等の感度と精度に優れた簡便で迅速な診断法の開発、血清疫学や分子疫学

調査を応用した汚染地域の特定、分離した病原体の畜産農場における感染環の特定などにより、

感染の制御をめざす必要がある。さらに、疫学情報に基づく感染症の発生リスク評価を応用した

感染症の流行の予測と拡大阻止、清浄化対策を策定する必要がある。 

いずれにしても疾病診断の機能確保と向上を目的とする本プロジェクトを成功させるには、人

材の確保と育成、農場との有機的連携の強化、短期・中長期的なグランドデザインの構築とそれに

基づくアクションプランの策定と実行が重要である。畜産農家にとって家畜疾病の制御は、営農

上のリスクを軽減するうえで極めて重要であり、そのための迅速で正確な診断体制の整備は、現地

の畜産の発展を図るうえでの中心課題であり、本プロジェクトの継続的発展が強く求められる。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 評価 5 項目による評価結果 

４－１－１ 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は以下の観点からみて比較的高いと判断する。 

 

(1) 対象地域（対象 5 県）及び社会のニーズと整合性 

家畜疾病管理のための診断体制改善を通じて正確な疾病診断と診断結果を農民へ迅速

に回答することは、 終裨益者である畜産農家の家畜飼育面のリスク（疾病感染拡大によ

る家畜の死亡数拡大など）を低減するうえで極めて重要な事項であり、さらには、大半の

小規模農家の生計向上と貧困削減に寄与するものである。 

 

(2) ウガンダの家開発政策等との整合性 

貧困削減アクションプラン（Poverty Eradication Action Plan：PEAP）に替わる次の国家計

画として、「国家開発計画 2010/11-2014/15 （National Development Plan 2010/11-2014/15： 

NDP）」が作成された。この国家開発計画では、貧困削減アクションプランに比較してより

経済成長を重視している。国家開発計画には 8 つの重要目的が示されており、そのうちの

1 つが農業生産及び農業生産性の開発である。またこの国家開発計画では、農業セクター

により多くの投資を行い、農業セクターで高い成長率を実現することが、貧困削減に確実

につながる方法であると指摘している。このように、国家開発計画では、農業セクター開

発が重視されている。また、同計画では、農業セクター開発のための 4 つの目標と各種の

戦略が示され、戦略の 1 つが「疾病・病虫害管理」である。 

MAAIF は、上記国家開発計画の方針に沿って「農業セクター開発戦略及び投資計画

2010/11-2014/15 （ Agriculture Sector Development Strategy and Investment Plan ： 

2010/11-2014/15）」を作成し、そのなかには、4 つのプログラムが含まれている。プログラ

ム 1 は、生産増加と生産性向上であり、サブプログラムの 1 つには、病虫害管理サブプロ

グラムがある。そしてこのサブプログラムの 1 つのコンポーネントが病虫害診断能力強化

である。 

以上のことから、家畜疾病管理のための国家診断体制の改善を図ろうとする本プロジェ

クトは、国家開発計画及び MAAIF の開発戦略との整合性があるといえる。 

 

(3) 日本の援助方針との整合性 

わが国の対ウガンダ援助方針には 4 つの重点分野があり、その 1 つは、農業開発である。

わが国の国別事業展開計画でも同様に、農業セクター開発を重視し、その 1 つとして、家

畜衛生面の改善による家畜生産性向上を通じた農村住民の収入増加と食料安全保障の確

保が重点課題として示されている。したがって、本プロジェクトはわが国の援助方針との

整合性があるといえる。 

 

(4) プロジェクト・アプローチの適切さ 

MAAIF は、国内に地域診断ラボを設ける方針を有している。本プロジェクトで選定した
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県獣医事務所は、その地理的位置並びに現有機器の面から地域レファレンスラボとなりう

るポテンシャルを有する。したがって、本プロジェクトの対象県獣医事務所の選定は適切

なものであるといえる。 

ウガンダにおいて畜産業の振興を進めるうえで、重要な課題の 1 つは、疾病診断体制改

善を通じて、家畜の損失を低減させることである。疾病診断体制の改善のためには、 初

に、中央レベルでの疾病診断能力の強化に焦点を当てるべきであると判断された。その後、

将来的に、段階的に、県レベル、そして農民レベルへと改善を進めていく手順となると判

断された。疾病診断体制の改善のためには、中央レベルの疾病診断能力強化がまずは基盤

として必要・重要であることは間違いないことであろう。しかしながら、中央レベルの疾

病診断能力向上が畜産農家レベルにまで確実に裨益することの展望あるいは道筋を示す

ことも重要なことである6。 

 

４－１－２ 有効性 

第２章の２－３項で述べたように、現時点でプロジェクト終了時（2013 年 6 月）のプロジェ

クト目標の達成度を予測するのは時期尚早といえるかもしれない。日本側とウガンダ側の投入

等が十分ではなかったことが要因となって、中間レビュー調査時点におけるプロジェクト目標

の達成度は、まだ低い。したがって、有効性も現時点では満足できる水準とはいえない。ウガ

ンダ側のプロジェクト関係者の主体性が増加し、プロジェクト活動への参画度が向上し、さら

に NADDEC と MAK-COVAB 間の密接な連携が進めば、対象としている 25 種類の疾病の大半

について J-NADDIC として診断能力を習得することが期待される。 

 

４－１－３ 効率性 

現時点では、効率性は満足できる水準とはいえない。その主な要因は次のとおりである。 

 

(1) 日本側投入 

プロジェクト開始（2010 年 6 月）当初から 3 名の長期専門家を派遣する計画であったが、

実際には、「業務調整/疾病診断技術」担当の 1 名だけの派遣となり、残り 2 名（チーフア

ドバイザーと病理診断）の長期専門家の派遣は 1 年遅れた（2011 年 6 月に派遣）。この遅

れは計画されていたプロジェクト活動の全般的管理と診断技術の移転に大きな影響を与

えたため、プロジェクト活動の進捗の遅れにつながった。また、MAK-COVAB 内の診断ラ

ボの建物改修が 2011 年 11 月に完了したが、この改修工事は当初 2011 年 3 月末までに終わ

る予定であった。ラボの改修費用の見積もり金額が、JICA が用意していた予算額（平成

22 年度分）を超えたため、一部のラボの改修工事を除いて、ほとんどの部分の改修工事が

次年度予算を用いることとなり、また、契約手続きにも予定以上に時間を要したため、結

果的にラボの改修工事完了は半年以上遅れることになった。一方、機材調達やカウンター

パート等の本邦研修はおおむね効率的に進展しているといえる。 

 

 

                                                        
6 中央レベルの疾病診断能力向上が、農家レベルでの裨益効果に着実につながることを示すことは、関係政府機関の政策決定
者に本プロジェクトが効果をもたらすものであることを具体的に理解してもらううえで重要と考える。 
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(2) ウガンダ側投入 

ウガンダ側カウンターパートの配置人数は極めて限られている。MAK-COVAB の場合は、

2012 年、学部の組織改編が実施されたため、新しい組織体制下での教職員配置が現在進め

られている。そのため、学部内に新規に構築する中央診断ラボへのスタッフの配置も遅れ

ている（中間レビュー時点で、スタッフ配置案を検討中であった）。学部内の中央診断ラ

ボに正式にスタッフが配置された際には、それらスタッフを本プロジェクトのカウンター

パートとして位置づけ、リスト化することが望ましい。そして中央診断ラボのスタッフに

は、本プロジェクトの活動に積極的かつ主体性をもって参画することが期待される。

NADDEC の場合は、調整役としてカウンターパートが 1 名だけ配置されている。本プロジ

ェクトにおける技術移転の対象は、NADDEC の獣医師及びラボ・テクニシャンであるので、

プロジェクト活動への参加を促すために、その他のスタッフをカウンターパートとして任

命することが望ましい。 

プロジェクト活動に必要な大半の費用は、診断に必要な消耗品並びにウガンダ側関係者

の旅費等も含めて、JICA が負担している。J-NADDIC の将来的な資金面での持続性を考え

た場合、プロジェクト活動に要する運営経費をウガンダ側が支出することが望まれる7。 

 

(3) プロジェクトのマネジメント 

これまでに、合同調整委員会の会議が 2 回、技術委員会会議が 1 回開催され、これらと

は別に、MAK-COVAB 内の関係者によるプロジェクト運営委員会会議が数回実施されてい

る。本プロジェクトの重要な目的の 1 つは、NADDEC と MAK-COVAB 間の密接な協働に

よる機能可能な共同家畜疾病診断体制を構築することである。したがって、NADDEC スタ

ッフと MAK-COVAB、さらに日本人専門家を加えた会議を、より頻繁に、そして定期的に

開催する必要がある。 

 

４－１－４ インパクト 

プロジェクトの進捗状況から判断して、本プロジェクト終了後、3～5 年後に上位目標が達成

するかどうか予想するには時期尚早である。特に顕著なプラスあるいはマイナスのインパクト

は観察されなかった。 

 

(1) 上位目標の達成見込み 

上位目標：家畜の生産及び生産性の向上を目的に、家畜疾病管理のための機能する国家診

断体制が確立する。 

指標(1)：国家共同家畜疾病診断センター（J-NADDIC）が提供する診断サービスの水準が、

ステークホルダーと県獣医事務所職員によって 5 段階評価で 3点以上の評価を受

ける。 

指標(2)：本プロジェクトによって選定されたすべての県獣医事務所が、国家共同家畜疾病

診断センターをレファレンス診断（基準施設）として利用している。 

                                                        
7 ウガンダ側からは、「R/D にはウガンダ側の経費負担についての取り決めがない、また、MAAIF では、本プロジェクトは、
ドナープロジェクトであり、ウガンダ側の予算措置を想定していないプロジェクトである」との説明があった。したがって、
本プロジェクト期間中のウガンダ側による経費負担は、実際上は難しい。ちなみに、ウガンダの予算年度は、7 月から翌年
度の 6 月までである。 
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NADDEC と MAK-COVAB による共同体制としての J-NADDIC の構築及び J-NADDIC と

しての診断サービス提供は、初期段階にある。したがって、上記の 2 つの指標に基づいて、

現時点で J-NADDIC の業績を評価することは困難であり、また、下記指標を達成しつつ上

位目標が達成されるかどうか見通すことも時期尚早である。 

 

(2) その他のインパクト 

特に顕著なプラスあるいはマイナスのインパクトは観察されなかった。 

 

４－１－５ 持続性 

全般的な持続性を評価することはまだ困難である。政策面、組織面、資金面、技術面での持

続性を確保するためには、改善を必要とする点がある。 

 

(1) 政策面 

第４章の４－１－１(2)で述べたように、ウガンダ政府は、国家開発計画及び農業セクタ

ー開発戦略・投資計画において疾病管理を重要視している。政策面の持続性を確保するた

めには、政策を実施するに必要な資金面での手当てが必要である。 

 

(2) 資金面 

第４章の４－１－３で述べたように、診断業務に必要な消耗品類やウガンダ側関係者の

旅費も含めて、プロジェクト活動のための費用の大半を JICA が負担している。J-NADDIC

の資金的持続性は、MAAIF 及び MAK-COVAB の予算措置に左右される。 

 

(3) 技術面 

本プロジェクトで作成したアクションプランによると、NADDEC と MAK-COVAB の技

術能力を以下のように評価している。 

・ NADDEC と MAK-COVAB は、両機関とも国民一般に対して診断サービスを提供して

いる。しかしながら、診断の質は不十分で、診断試験が可能な種類も限られている。

両機関とも、主要な疾病について、適切に診断する技術が不足している。 

・ 特に強化が必要な分野は、ウイルス学（分離・血清中和試験）、組織病理学、血清学 

（ELISA、診断液）、PCR ベースによる遺伝子診断である。 

・ NADDEC のスタッフ数は少なすぎるため、資金的にはドナー機関に相当頼っている。

このような状況が、家畜感染症の国内蔓延の一要因となっている。 

 

両機関の関係者及び J-NADDIC として、十分な技術的能力を身につけるためには、両機

関関係者がプロジェクト活動に積極的に参加することが必要である。両機関ともスタッフ

の定着性は高いので、いったん必要な技術的能力を習得し、必要な運営予算が確保されれ

ば、技術的持続性は確保可能と判断される。 

 

(4) 組織面 

NADDEC と MAK-COVAB における人材面と予算面の制約のため、J-NADDIC の構築は、
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まだ初期段階にある。これまで、プロジェクト活動の多くは、日本人専門家が実施してお

り、また大半の活動経費も JICA が負担している。プロジェクトの残り期間に、J-NADDIC

が信頼でき、よく構築された機関とするためには、今後、NADDEC と MAK-COVAB がプ

ロジェクト活動の実施面と資金面で徐々に役割を増加させていくことが望まれる。また、

両機関にとって重要な点は、今後本プロジェクトから得られる教訓に基づいて J-NADDIC

の持続的運営を確実にするために必要な対策をとっていくことである。 

 

４－２ 結論 

 プロジェクト活動の進捗に遅れが生じているが、主な要因は、日本人長期専門家派遣の遅れ、

MAK-COVAB 内のラボラトリーの改修工事の遅れ、及び MAAIF 及び MAK-COVAB 側のプロジェ

クト活動に対する資金準備の不足にある。 

 ウガンダでは、政府の国民サービス再構成と地方分権化が進められてきた結果、NADDEC の職

員不足と予算不足をもたらし、NADDEC がその主要な機能を十分に果たすことが難しくなった。

このような状況への対応として、本プロジェクトでは、NADDEC と MAK-COVAB 間の連携を強

化することで、機能可能な共同家畜疾病診断体制を構築することを目的としている。本取り組み

は、新しく画期的なモデルをつくろうとするものであり、この革新的な挑戦を成功裏に導くため

には、すべてのプロジェクト関係者が本プロジェクト活動に積極的に参画することが必要である。 

 本プロジェクトがより良い成果を発現するためには、いくつかの重要事項がある。その点につ

いては、提言の項で説明する。 
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第５章 提言と団長所感 
 

５－１ 提言 

５－１－１ プロジェクトに対する提言 

(1) 関係者間のコミュニケーションの改善 

プロジェクトの進捗を促進するために、頻繁かつ定期的な会議を開催することにより、

NADDEC、MAK-COVAB、日本人専門家間のコミュニケーションを改善する必要がある。 

 

(2) 詳細なプロジェクト活動計画の作成 

NADDEC スタッフと MAK-COVAB スタッフが協力しつつ、詳細な活動計画を作成し、

プロジェクト関係者間で情報を共有する必要がある。 

 

(3) 追加要員の配置 

1) 技術面の能力向上をする対象者を明確化する必要がある。 

2) プロジェクトのコンポーネントごとに、担当者を配置する必要がある。 

 

(4) データ収集と記録 

J-NADDIC と県獣医事務所は、PDM に設定されている指標のデータを定期的に収集し、

記録しておく必要がある。また、サンプル収集については、サンプルのパッキング方法等

の面で改善が必要である。 

 

５－１－２ 実施機関に対する提言 

(1) 実施機関の主体性向上と J-NADDIC の基盤整備 

第４章の４－１－５で述べたように、今後は NADDEC と MAK-COVAB が徐々に活動の

実施を牽引し、プロジェクトの残り期間内に J-NADDIC が人々から信頼され、基盤がしっ

かりとした機関にすることが期待される。両機関は、J-NADDIC を持続的に運営していく

ために必要な措置（特に予算措置）を講じる必要がある。 

 

(2) 政策の導入と予算措置 

上記事項を実現するためには、NADDEC、MAAIF、MAK-COVAB の幹部が、本プロジ

ェクトを支援するために必要な政策を導入し、予算措置をとることが求められる。 

 

５－１－３ PDM 改訂案 

プロジェクト活動の進捗状況を踏まえ、PDM を以下のとおり、一部改訂することを提言した

〔英文の改訂案は、ミニッツ（付属資料 3）の Annex 2 参照。仮和訳版は付属資料 4 参照〕。 

今後は、プロジェクト関係者が以下の内容を検討したうえで PDM 改訂案の 終案を作成し、

それに基づき詳細な活動計画を作成することが求められる。また、PDM 改訂案はできるだけ早

期に、合同調整委員会により承認される必要がある。 
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表５－１ PDM 改訂案 

項目 現行（Version 2） 改訂案（Version 3） 変更理由 

上位目標 家畜の生産及び

生産性の向上を

目的に、家畜疾病

管理のための機

能的な国家診断

体制を確立する。

家畜の生産及び生

産性の向上を目的

に、家畜疾病管理

のための機能的な

国家共同診断体制

を確立する。 

NADDEC 及び MAK-COVAB には既

に診断体制がある。両機関が共同す

ることで、診断体制がより効率的・

効果的なものとなる。そこで共同と

いう言葉を加えた。 

成果 5 に指標

を追加（指標

5-2 として） 

－ 5-2. 選定された県

獣医事務所職員の

初期診断及びサン

プル収集について

の能力 

プロジェクト対象の県獣医事務所の

中には、収集したサンプル数の記録

を取っていない所がある。また、県

によってサンプル収集数に大きな開

きがある。したがって、県獣医事務

所スタッフの能力についても評価を

加えた方が良い。 

プロジェクト

の基本情報 

対象県の名称、プロジェクト開始日・終了日を追記。（詳細は付属資料 3 の Annex 

2 参照） 

外部条件 いくつかの外部条件は、プロジェクト実施にかかわるマネジメント事項であ

り、プロジェクト内でコントロールすべき事項であるので、削除。 

その他 指標入手手段の大半について、より適切と考えられる手段に修正。（詳細は付

属資料 3 の Annex 2 参照） 

 

５－２ 団長所感 

５－２－１ プロジェクトの位置づけ 

ウガンダにおいては、小さな政府・民営化、地方分権化という方針のもと、MAAIF の家畜疾

病診断体制は限りなく弱体化した。いったん感染力の強い疾病が発生した場合の悪影響は計り

知れない。かかる状況下で比較的人員的にも体制の整っているマケレレ大学との官学連携によ

り、家畜疾病診断体制を再構築するという本プロジェクトは画期的な試みであるといえる。他

方、画期的であるがゆえに MAAIF の既得権益層の一部にはいまだしこり・反発も残っている

ようであり、加えてマケレレ大学関係者一般においてもいまだ「模様眺め」（参画すべきか逡

巡）の状況にある。 

したがって、本プロジェクトは画期的な試みの、さらに試行段階と位置づけて、MAAIF、マ

ケレレ大学の官学連携による家畜疾病診断体制の基盤構築をめざすことを 優先とし、そのた

めにはウガンダ側の主体性は適宜柔軟に棚上げしても、日本側がリードせざるを得ないものと

判断される。基盤構築としては、基本的な診断能力の向上のみならず、いまだしこり・反発も

残っている両者の連携関係促進が重要なテーマ、難易度の高いテーマといえる。今回の中間レ

ビューでは、本プロジェクトが画期的な試みであることをあえて強調した。これによって、「模

様眺め」層に対しては本プロジェクトへの関心を引きつけること（チャレンジするに値する）、

プロジェクト関係者に対してはモチベーションを高めるとともに、従来どおりの行動様式では
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なく、より柔軟な対応が必要なことを強調・示唆した。引き続き、継続的に強調することが重

要である。 

 

５－２－２ ウガンダ政府・社会における家畜疾病管理の位置づけ 

政府の政策としては国家計画でも家畜疾病につき言及されてはいるものの、予算措置など実

態としては重点事項とされているかどうかは疑わしいといわざるを得ない。この画期的な試み

も、別の見方をすれば家畜疾病診断（ある意味では「厄介者」）を小さな政府の流れで MAAIF

から切り離してマケレレ大学に押しやったといえなくもない。他方で、これはウガンダにおけ

る畜産業のポテンシャルが正しく把握されているとはいえず、さらにそのポテンシャルを具現

化するうえで家畜疾病が有するポジティブ、またはネガティブな影響の大きさが正しく把握さ

れているとはいえないためと推察される。 

したがって、本プロジェクトにおいては、ヒドゥンアジェンダとして政府幹部層における家

畜疾病管理の重要性及びその構図の正しい理解を促進することが重要である。あわせて、ウガ

ンダ社会におけるサポート層を広げていくことが重要である。そのためには、小さいなりとも

プロジェクト活動による成果、特に現場ベースの成果を発信すること、成果発信のためにも各

種データを継続的に記録及び整理・分析することが重要である。 

 

５－２－３ 今後の方向性 

家畜疾病診断及びその先にある畜産業の発展は、長い年月を要する取り組みである。畜産業

のいわば死活的要因である疾病対応は第一段階と位置づけられるが、先は長くウガンダ側関係

機関による継続的な取り組みが必須である。 

前フェーズからウガンダの家畜疾病診断のあるべき方向性を模索し、本プロジェクトで官学

連携による家畜疾病診断体制の基盤整備に取り組むに至った。いまだ至らぬ点は多々あるも、

本プロジェクトにおける基盤整備の進捗を見つつ、ウガンダ側の主体性を本格的に喚起してい

く時期にきていると判断される。今後の JICA 側の追加的な投資の検討にあたっては、ウガン

ダ側が上記５－１の提言事項をいかに実行しているかどうかを見極めて慎重に判断すること

が、またそのようなメッセージを発信し続けることが、持続発展性のある開発のため重要であ

る。 

いまだ時期尚早なるも、ウガンダの畜産業発展に至る今後の中長期的な措置については、ウ

ガンダ側の主体性を喚起するのみならず、日本側においても本プロジェクトの成果を見つつ、

大まかなビジョンにつき他国での経験も踏まえて示唆して協議することも必要である。また、

そのプロセスでウガンダ側の政策判断を促す（そのような取り組みをするのか、しないのか双

方の選択肢がありとの前提で）ことも必要になってくると判断される。 
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７．農業畜産水産省・組織再編後の組織図（案） 

８．農業畜産水産省・家畜衛生部の組織図（再編後（案）） 

９．農業畜産水産省・家畜衛生部獣医学診断疫学課の職員定数 

10．マケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全性学部の組織図と中央診断ラボの組織図（案） 

11．県獣医事務所スタッフ向け研修の内容設定と研修目的について 

12．25 種類の疾病の診断能力をプロジェクト終了時までに獲得する見込み 

13．中間レビュー調査収集資料一覧 

 



月日 

ウガンダ側評価団 日本側評価団 

MAAIF 

MAK-COVAB 
コンサルタント団員 JICA 団員 日本大学団員 

1 11/26（土）  移動（東京発）   

2 11/27（日）  移動（エンテベ着）   

3 11/28（月）  JICAウガンダ事務所との打合せ   

 MAK-COVAB 評価委員との打合せ（評価方法説明）   

  
MAK-COVAB カウンターパートのヒア

リング調査 
  

4 11/29（火）  
MAK-COVAB プロジェクト運営委員会合

プロジェクト専門家のヒアリング調査 
  

5 11/30（水）  
Mbarara サイト視察（県獣医事務所のヒア

リング調査） 
  

6 12/1（木）  
Mbararaサイト視察 （酪農協同組合と農

家のヒアリング調査） 
  

7 12/2（金） 
MAAIFカウンターパートのヒアリング調査 

MAAIF評価委員との打合せ（評価方法説明） 
  

8 12/3（土）  資料整理   

9 12/4（日）  資料整理 移動（東京発）  

10 12/5（月） 
Wakisoサイト視察（県獣医事務所のヒアリング調査） 

Mpigiサイト視察（県獣医事務所のヒアリング調査） 
移動（エンテベ着）  

11 12/6（火）  
JICA ウガンダ事務所との打合せ 

MAAIF 農業計画アドバイザーのヒアリング調査 
 

12 12/7（水） 
MAK-COVAB学部長への表敬 

Mbaleサイト視察（県獣医事務所のヒアリング調査） 
 

13 12/8（木） Mbale サイト視察（農家のヒアリング調査）  

14 12/9（金） 

MAAIF 家畜衛生・昆虫局長への表敬 

プロジェクト関係者（MAAIF、MAK-COVAB、専門家）との協議（プロジェク

トの進捗状況や主要課題について） 

 

15 12/10（土）  報告書作成 移動（東京発） 

16 12/11（日）  報告書作成 移動（エンテベ着）

17 12/12（月）  Kiboga サイト視察（県獣医事務所と農家のヒアリング調査） 

18 12/13（火） ウガンダ側評価団との協議（報告書作成） 

19 12/14（水） 

MAK-COVAB 学部長との協議（プロジェクトの主要課題について） 

MAAIF 家畜衛生・昆虫局長との協議 （プロジェクトの主要課題について） 

JICA ウガンダ事務所への報告 

ウガンダ側評価団との協議（報告書作成） 

20 12/15（木） 
合同調整委員会会合、M/M 署名 

MAK-COVAB 中央診断ラボの完工式 

  在ウガンダ日本大使館への報告 

21 12/16（金）  移動（エンテベ発） 

22 12/17（土）  移動（東京着） 
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i 

Directorate of Animal Resources and Fisheries, Ministry of Agriculture, Animal Industry, and 
Fisheries (MAAIF) 

Dr. Nicholas Kauta Commissioner, Department of Livestock Health and Entomology 

Dr. Rose A. O. Ademun Principal Veterinary Officer, National Animal Disease Diagnostic and 
Epidemiology Center (NADDEC), Department of Livestock Health and 
Entomology 

Dr. Neolina Nantima Principal Veterinary Officer, National Animal Disease Diagnostic and 
Epidemiology Center (NADDEC), Department of Livestock Health and 
Entomology 

Dr. Deo Ndumu Senior Veterianary Officer, Veterinary Epidemiology and Diagnostics Unit, 
Department of Livestock Health and Entomology 

 
College of Veterinary Medicine, Animal Resources and Biosecurity, Makerere University 
(MAK-COVAB) 

Dr. John David Kabasa Principal 

Dr. Ruth T. Muwazi Deputy Principal 

Dr. David Owiny Associate Professor 

Dr. Edward Wampande Assistant Lecturer 

 
District Veterinary Office (DVO) 

Staff of Kiboga District Veterinary Office 

Staff of Mbale District Veterinary Office 

Staff of Mbarara District Veterinary Office 

Staff of Mpigi District Veterinary Office 

Staff of Wakiso District Veterinary Office 
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PDM Version 1（仮和訳版） 
プロジェクト名： 家畜疾病診断・管理体制強化計画プロジェクト 
ターゲット・グループ： 農業畜産水産省疾病診断・疫学センター職員、マケレレ大学獣医学部職員、及び選定された県獣医事務所の職員 
プロジェクト期間： 2010 年１月から 2013 年 1 月まで（3 年間）      作成日：2010 年 1 月 25 日（Version 1） 

プロジェクト要約 指   標 指標入手手段 外部要因 

上位目標  
家畜疾病診断体制が機能することにより、家畜疾

病対策が適切に実施される。 

 疾病情報に基づき作成された疾病対策計画が作

成される 

 実施された疾病対策の件数 

 モニタリング報告書 

 ステークホルダー向け質問票 

 疫学及び統計データ 

 

プロジェクト目標  
MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣

医学部の連携により、国家家畜疾病診断体制が強

化され、共同診断機関としての基礎が確立する。 

 診断によって入手可能となった家畜疾病対策に

必要な疾病情報の項目数 

 共同診断機関において発生にあたり調査が実施

された疾病の数 

 共同診断機関において収集し分析されたサンプ

ル処理数 

 モニタリング報告書 

 ステークホルダー向け質問票 

 家畜疾病に関す

る国家政策に変

更がない。 

 家畜疾病対策に

必要な予算がウ

ガンダ政府によ

り確保される。 
成果  
1. MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学

獣医学部の緊密な連携による機能的な家畜疾病

診断システム整備のためのアクションプランが

作成される。 

 

1. アクションプランが作成される 

 

1. 提出されたアクションプランと

JCC 会議時の議事録 

 中央レベル及び

県レベルに、家畜

疾病診断・管理に

必要な研修を受

講した職員が配

置されている。 

2. 共同診断体制が形成され、体系的かつ専門的な

診断サービスを提供するための診断技術が強化

される。 

2-1. プロジェクトが指定する診断技術のうち、診断

が可能となった疾病の数 

2-2. 得られた診断結果の数 

2. モニタリング報告書、ステークホル

ダー向け質問票、診断ラボ報告書 

3. 国家共同家畜疾病診断センターにおいて、緊急

疾病発生に対処する実践的な調査システムが整

備される。 

3-1. システム運営のために整備されるガイドライ

ン 

3-2. ガイドラインに基づき疾病発生に際し実施し

た緊急調査の数 

3. 作成された疾病診断システムのた

めのガイドライン、JCC 会議時の議

事録、疾病調査結果 

4. MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学

獣医学部の間の情報交換システムが機能する。 
4. 情報交換システムにおいて共有される情報の数 4. 構築された情報交換システム、JCC

会議時の議事録 
5. 選定された県獣医事務所において初期診断及び

サンプル収集技術が改善される。 
5-1. プロジェクトが指定する診断技術のうち診断

が可能となったものの種類 

5-2. 中央の合同ラボラトリーに提出されたサンプ

ルの数 

5-3. フィールドで実施される調査の数 

5. JCC 会議時の議事録、ステークホル

ダー向け質問票、県獣医事務所の報

告書、調査結果 
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活動  
1. アクションプランの作成（枠組みの構築） 

1-1 ウガンダの状況に即した診断システムについて調査を行う。 
1-2 MAAIF 疾病診断・疫学センター及びマケレレ大学獣医学部の現況を調

査する。 
1-3 両機関が果たすべき役割を整理する。 
1-4 MAAIF 疾病診断・疫学センター及びマケレレ大学獣医学部の連携によ

る国家共同家畜疾病診断センター体制を形成する。 
1-5 フィールドから国家共同家畜疾病診断センターへのサンプル送付体制

を形成する。 
 
2. 国家共同家畜疾病診断センターの能力強化 

2-1 国家共同家畜疾病診断センターにおいて体系的な診断を可能とするた

めの仕組みを整備する。 
2-2 診断用サンプルの受領システムを確立する。 
2-3 体系的な診断に必要な専門的診断技術を強化する。 
2-4 診断用試薬類（主として生物製剤）の生産を開始する。 

 
3. 緊急疾病発生に対処する調査システムの整備 

3-1 実現可能なシステム検討のための各種調査を行う。 
3-2 調査をもとに実用的なシステムを整備する。 
3-3 整備されたシステムの運用を開始する。 

 
4. 情報交換システムの開発 

4-1 適切なシステム検討のための各種調査を行う。 
4-2 両機関で統合的に活用されるシステムを開発する。 
4-3 開発されたシステムの運用を開始する。 

 
5. 選定された県獣医事務所の能力開発 

5-1 パイロットとなる県獣医事務所を選定する。 
5-2 初期診断及びサンプル収集に関するスタッフを研修する。 
5-3 フィールド活動の実施を強化する。 

投入  MAAIF 疾病診断・疫学センタ

ー及び選定された県獣医事務

所の有資格職員の人数が増加

する。 

 関係者間のコミュニケーショ

ンが良好である。 

 診断やプロジェクト活動を実

施するために必要な予算がウ

ガンダ側によって確保され

る。 

 両者によるプロジェクトに対

する強いコミットメントがあ

る。 

 MAAIF 疾病診断・疫学センタ

ー、マケレレ大学獣医学部、

県獣医事務所において関係職

員の人数が維持される。 

日本側  

1. 専門家派遣 

2. 協力隊員派遣 

3. 機材供与 

4. カウンターパート研

修 

5. プロジェクト運営費

の支出 

ウガンダ側  

1. カウンターパート及

び事務スタッフの配

置 

2. 建物やその他の必要

な施設の提供と運営

費の提供 

3. プロジェクト運営費

の支出 

前提条件  

 MAAIFが家畜疾病管理に係わ

る関係機関間の連携強化の必

要性を認識する。 

 MAAIF とマケレレ大学との

間で 家畜疾病分野での協力

に関する覚書が締結される。 

 プロジェクトサイトにおいて

治安が維持される。 

Abbreviations: NADDEC: National Animal Disease Diagnostic and Epidemiology Centre, MAK-FVM: Makerere University, Faculty of Veterinary Medicine, MAAIF: Ministry of 
Agriculture, Animal Industry and Fisheries, TC: Technical Committee, JCC: Joint Coordinating Committee, MM: Minutes of Meeting, MOU: Memorandum Of Understanding, J-NADIC: 
Joint National Animal Disease Diagnostic Centre, DVO: District Veterinary Office 
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PDM Version 2（仮和訳版） 
プロジェクト名： 家畜疾病診断・管理体制強化計画プロジェクト 
ターゲット・グループ： 農業畜産水産省疾病診断・疫学センター職員、マケレレ大学獣医学部職員、及び選定された県獣医事務所の職員 
プロジェクト期間： 2010 年 6 月から 2013 年 6 月まで（3 年間）      改訂日：2011 年 4 月 28 日（Version 2） 

プロジェクト要約 指   標 指標入手手段 外部要因 

上位目標  
家畜の生産及び生産性の向上を目的に、家

畜疾病管理のための機能する国家診断体

制が確立する。 

 国家共同家畜疾病診断センター（J-NADDIC）が提供する診

断サービスの水準が、ステークホルダーと県獣医事務所職員

によって 5 段階評価で 3 点以上の評価を受ける。 

 本プロジェクトによって選定されたすべての県獣医事務所

が、国家共同家畜疾病診断センターをレファレンス診断（基

準施設）として利用している。 

 モニタリング報告書 

 ステークホルダー及び県

獣医事務所職員向け質問

票 

 疫学及び統計データ 

 家畜疾病管理に関する

政策的特定の配慮が変

化しない。 

プロジェクト目標  
MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレ

レ大学獣医学部が、共同診断機関のプラッ

トフォームとして先導しつつ、密接な連携

を図ることで、国家の家畜疾病診断能力が

向上する。 

 国家共同家畜疾病診断センターが、本プロジェクトによって

リスト化された 25 種類の家畜疾病すべてについて診断でき

る（添付疾病リスト参照）。 

 モニタリング報告書 

 診断記録 

 ステークホルダー向け質

問票 

 技術委員会及び JCC 会議

の議事録 

 中央レベル及び県レベ

ルに、家畜疾病診断・管

理に必要な研修を受講

した職員が配置されて

いる。 

成果  
1. MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケ

レレ大学獣医学部の緊密な連携による

機能的な家畜疾病診断システム整備の

ためのアクションプランが作成される。 

 

1. アクションプランが作成され、承認を受けるために第 1 年次

の JCC に提出される。 

 

1. JCC に提出されたアクシ

ョンプランと調査報告

書、JCC 会議の議事録 

 MAAIF 疾病診断・疫学

センター及び選定され

た県獣医事務所の資格

を有する職員の人数が

増加する。 

 関係者間のコミュニケ

ーションが良好である。 

 家畜疾病診断・管理に必

要な予算がウガンダ政

府により支出される。 

 本プロジェクトに対す

る強いコミットメント

が期待される。 

2. 国家共同家畜疾病診断センターを立ち

上げることによって、包括的かつ専門的

診断サービスが提供できている。 

2-1. 第 3 年次までに国家共同家畜疾病診断センターが受領・分

析した診断サンプル数が 15%増加する。 

2-2. マケレレ大学獣医学部の中央診断ラボに、以下の 8 分野そ

れぞれのための診断技術が少なくとも 1 つ以上導入され

る。 

- 病理学/病理組織学の技術 

- 血液学、生化学、血清学の技術 

- 寄生虫学、細菌学、ウイルス学の技術 

- 分子・生物学技術 

2-3. MAAIF 疾病診断・疫学センターが、CBPP（牛肺疫）、CCPP

（小反芻獣肺疫）、アフリカ豚コレラ、狂犬病、PPR（小

反芻獣疫）の診断試験を実施できる。 

2-4. ブルセラ症のための診断薬キットが生産・利用される。 

2. 作成されたマニュアル、

モニタリング報告書、ス

テークホルダー向け質問

票、診断ラボ記録 
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2-5. 国家共同家畜疾病診断センターによって、サンプル収集及

び検査のためのラボ試薬及び保存溶液が 4 種類以上作成

され、選定された県獣医事務所に供給される。 
3. 緊急疾病発生に対処する実践的な調査

システムが整備される。 
3. プロジェクト期間中 1 回以上、緊急疾病流行が、国家共同家

畜疾病診断センターの共同調査チームによって調査される。 

3. 整備された疾病調査シス

テム、JCC 会議の議事録、

疾病調査記録 
4. MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケ

レレ大学獣医学部の間の情報交換シス

テムが開発される。 

4. 国家共同家畜疾病診断センターが作成したすべての診断デ

ータが、センターに集められ、蓄積され、MAAIF 疾病診断・

疫学センターとマケレレ大学獣医学部との情報共有が行わ

れる。 

4. 構築された情報交換シス

テム、JCC 会議の議事録、

インタビュー 

5. 選定された県獣医事務所において初期

診断及びサンプル収集技術が改善され

る。 

5-1. 県獣医事務所によって収集・検査されたサンプル数が、第

3 年次までに 15%増加する。 

5-2. 選定された県獣医事務所から国家共同家畜疾病診断セン

ターに提出されたサンプル数が、第 3 年次までに 15%増加

する。 

5. JCC 会議の議事録、ステ

ークホルダー向け質問

票、県獣医事務所の報告

書、調査結果 
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活動  
1. アクションプランの作成（枠組みの構築） 

1-1 ウガンダの状況に即した診断システムについて調査を行う。 
1-2 MAAIF 疾病診断・疫学センター及びマケレレ大学獣医学部の現況を調査す

る。 
1-3 両機関が果たすべき役割を整理する。 
1-4 MAAIF 疾病診断・疫学センター及びマケレレ大学獣医学部の連携による共

同家畜疾病診断センター体制を形成する。 
1-5 フィールドから国家共同家畜疾病診断センターへのサンプル送付体制を形成

する。 
 

2. 国家共同家畜疾病診断センターの能力強化 
2-1 国家共同家畜疾病診断センターにおいて体系的・専門的な診断を可能とする

ための仕組みを整備する。 
2-2 診断用サンプルの受領システムを確立する。 
2-3 体系的な診断に必要な専門的診断技術を強化する。 
2-4 診断用試薬類（主として生物製剤）の生産を開始する。 
 

3. 緊急疾病発生に対処する調査システムの整備 
3-1 実現可能なシステム検討のための各種調査を行う。 
3-2 調査をもとに実用的なシステムを整備する。 
3-3 整備されたシステムの運用を開始する。 
 

4. 情報交換システムの開発 
4-1 適切なシステム検討のための各種調査を行う。 
4-2 両機関で統合的に活用されるシステムを開発する。 
4-3 開発されたシステムの運用を開始する。 
 

5. 選定された県獣医事務所の能力開発 
5-1 パイロットとなる県獣医事務所を選定する。 
5-2 初期診断及びサンプル収集に関するスタッフを研修する。 
5-3 フィールド活動の実施を強化する。 

投入  

日本側  

1. 専門家派遣 

2. 協力隊員派遣 

3. 機材供与 

4. カウンターパート研

修 

5. プロジェクト運営費

の支出 

ウガンダ側  

1. カウンターパート及び

事務スタッフの配置 

2. 建物やその他の必要な

施設の提供と運営費の

提供 

3. プロジェクト運営費の

支出 

前提条件  

 MAAIF が家畜疾病管理

に係わる関係機関間の

連携強化の必要性を認

識する。 

 MAAIF とマケレレ大

学との間で家畜疾病分

野での協力に関する覚

書が締結される。 

 プロジェクトサイトに

おいて治安が維持され

る。 

Abbreviations: NADDEC: National Animal Disease Diagnostic and Epidemiology Centre, MAK-FVM: Makerere University, Faculty of Veterinary Medicine, MAAIF: Ministry of 
Agriculture, Animal Industry and Fisheries, TC: Technical Committee, JCC: Joint Coordinating Committee, MM: Minutes of Meeting, MOU: Memorandum Of Understanding, J-NADIC: 
Joint National Animal Disease Diagnostic Centre, DVO: District Veterinary Office 
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PDM 改訂案（Version 3）（仮和訳版） 
プロジェクト名： 家畜疾病診断・管理体制強化計画プロジェクト 
ターゲット・グループ： 農業畜産水産省疾病診断・疫学センター職員、マケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全性学部職員、及び選定された県獣医事務所（Kiboga, Mbale, 
Mbarara, Mpigi 及び Wakiso）の職員 
プロジェクト期間： 2010 年 6 月 21 日から 2013 年 6 月 20 日まで（3 年間）      改訂案作成日：2011 年 12 月 15 日（Version 3） 

プロジェクト要約 指   標 指標入手手段 外部要因 

上位目標  
家畜の生産及び生産性の向上を目的

に、家畜疾病管理のための機能する国

家共同診断体制が確立する。 

1. 国家共同家畜疾病診断センター（J-NADDIC）が提供する診

断サービスの水準が、ステークホルダーと県獣医事務所職員

によって 5 段階評価で 3 点以上の評価を受ける。 

2. 本プロジェクトによって選定されたすべての県獣医事務所

が、国家共同家畜疾病診断センターをレファレンス診断（基

準施設）として利用している。 

1. ステークホルダー及び県獣医事

務所職員向け質問票 

2. ステークホルダー及び県獣医事

務所職員向け質問票 

 

プロジェクト目標  
MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケ

レレ大学獣医学・動物資源・生物安全

性学部が、共同診断機関のプラットフ

ォームとして先導しつつ、密接な連携

を図ることで、国家の家畜疾病診断能

力が向上する。 

 国家共同家畜疾病診断センターが、本プロジェクトによって

リスト化された 25 種類の家畜疾病すべてについて診断でき

る（添付疾病リスト参照）。 

 モニタリング報告書 

 診断記録 

 関係者による評価 

 家畜疾病管理に関

する政策的特定の

配慮が変化しな

い。 

成果  
1. MAAIF 疾病診断・疫学センターとマ

ケレレ大学獣医学・動物資源・生物

安全性学部の緊密な連携による機能

的な家畜疾病診断システム整備のた

めのアクションプランが作成され

る。 

 

1. アクションプランが作成され、承認を受けるために第 1 年次

の JCC に提出される。 

 

1. アクションプランと JCC 会議の

議事録 

 

2. 国家共同家畜疾病診断センターを立

ち上げることによって、包括的かつ

専門的診断サービスが提供できてい

る。 

2-1. 第 3 年次までに国家共同家畜疾病診断センターが受領・分

析した診断サンプル数が 15%増加する。 

2-2. マケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全性学部の中央診

断ラボに、以下の 8 分野それぞれのための診断技術が少な

くとも 1 つ以上導入される。 

- 病理学/病理組織学の技術 

- 血液学、生化学、血清学の技術 

- 寄生虫学、細菌学、ウイルス学の技術 

- 分子・生物学技術 

 

2-1. MAAIF 疾病診断・疫学センタ

ー及びマケレレ大学獣医学・動

物資源・生物安全性学部の中央

診断ラボの記録 

2-2. 診断記録及び関係者による評

価 

2-3. 関係者による評価 

2-4. MAAIF 疾病診断・疫学センタ

ー及びマケレレ大学獣医学・動

物資源・生物安全性学部の中央
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2-3. MAAIF 疾病診断・疫学センターが、CBPP（牛肺疫）、CCPP

（小反芻獣肺疫）、アフリカ豚コレラ、狂犬病、PPR（小

反芻獣疫）の診断試験を実施できる。 

2-4. ブルセラ症のための診断薬キットが生産・利用される。 

2-5. 国家共同家畜疾病診断センターによって、サンプル収集及

び検査のためのラボ試薬及び保存溶液が 4 種類以上作成

され、選定された県獣医事務所に供給される。 

診断ラボの記録 

2-5. MAAIF 疾病診断・疫学センタ

ー及びマケレレ大学獣医学・動

物資源・生物安全性学部の中央

診断ラボの記録 

3. 緊急疾病発生に対処する実践的な調

査システムが整備される。 
3. プロジェクト期間中 1 回以上、緊急疾病流行が、国家共同

家畜疾病診断センターの共同調査チームによって調査され

る。 

3. 調査記録報告書及びその内容の

適切さ 

4. MAAIF 疾病診断・疫学センターとマ

ケレレ大学獣医学・動物資源・生物

安全性学部の間の情報交換システム

が開発される。 

4. 国家共同家畜疾病診断センターが作成したすべての診断デ

ータが、センターに集められ、蓄積され、MAAIF 疾病診断・

疫学センターとマケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全

性学部との情報共有が行われる。 

4. 開発された情報交換システム及

び開発されたシステムの実用性

についての関係者の意見 

5. 選定された県獣医事務所において初

期診断及びサンプル収集技術が改善

される。 

5-1. 県獣医事務所によって収集・検査されたサンプル数が、第

3 年次までに 15%増加する。 

5-2. 選定された県獣医事務所職員の初期診断及びサンプル収

集についての能力 

5-3. 選定された県獣医事務所から国家共同家畜疾病診断セン

ターに提出されたサンプル数が、第 3 年次までに 15%増加

する。 

5-1. MAAIF 疾病診断・疫学センタ

ー及びマケレレ大学獣医学・動

物資源・生物安全性学部の中央

診断ラボの記録 

5-2. 研修コース終了時及び終了時

評価調査実施前における研修

参加者への質問票調査 

5-2. MAAIF 疾病診断・疫学センタ

ー及びマケレレ大学獣医学・動

物資源・生物安全性学部の中央

診断ラボの記録 
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活動 
1. アクションプランの作成（枠組みの構築） 

1-1 ウガンダの状況に即した診断システムについて調査を行う。 
1-2 MAAIF 疾病診断・疫学センター及びマケレレ大学獣医学・動物資源・

生物安全性学部の現況を調査する。 
1-3 両機関が果たすべき役割を整理する。 
1-4 MAAIF 疾病診断・疫学センター及びマケレレ大学獣医学・動物資源・

生物安全性学部の連携による国家共同家畜疾病診断センター体制を形

成する。 
1-5 フィールドから国家共同家畜疾病診断センターへのサンプル送付体制

を形成する。 
 

2. 国家共同家畜疾病診断センターの能力強化 
2-1 国家共同家畜疾病診断センターにおいて体系的・専門的な診断を可能

とするための仕組みを整備する。 
2-2 診断用サンプルの受領システムを確立する。 
2-3 体系的な診断に必要な専門的診断技術を強化する。 
2-4 診断用試薬類（主として生物製剤）の生産を開始する。 
 

3. 緊急疾病発生に対処する調査システムの整備 
3-1 実現可能なシステム検討のための各種調査を行う。 
3-2 調査をもとに実用的なシステムを整備する。 
3-3 整備されたシステムの運用を開始する。 
 

4. 情報交換システムの開発 
4-1 適切なシステム検討のための各種調査を行う。 
4-2 両機関で統合的に活用されるシステムを開発する。 
4-3 開発されたシステムの運用を開始する。 
 

5. 選定された県獣医事務所の能力開発 
5-1 パイロットとなる県獣医事務所を選定する。 
5-2 初期診断及びサンプル収集に関するスタッフを研修する。 
5-3 フィールド活動の実施を強化する。 

投入  

日本側  

1. 専門家派遣 

2. 協力隊員派遣 

3. 機材供与 

4. カウンターパート研修 

5. プロジェクト運営費の支出 

ウガンダ側  

1. カウンターパート及び事務

スタッフの配置 

2. 建物やその他の必要な施設

の提供と運営費の提供 

3. プロジェクト運営費の支出 

前提条件  

 MAAIF と マ ケ レ

レ大学との間で家

畜疾病分野での協

力に関する覚書が

締結される。 

 プロジェクトサイ

トにおいて治安が

維持される。 

Abbreviations: NADDEC: National Animal Disease Diagnostic and Epidemiology Centre, MAK-COVAB: Makerere University, College of Veterinary Medicine, Animal Resources and 
Biosecurity, MAAIF: Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, TC: Technical Committee, JCC: Joint Coordinating Committee, MM: Minutes of Meeting, MOU: 
Memorandum Of Understanding, J-NADDIC: Joint National Animal Disease Diagnostic Centre, DVO: District Veterinary Office, CDL: Central Diagnosis Laboratory of MAK-COVAB 
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プロジェクトの対象家畜疾病・診断技術のリスト 
 

No. 疾病名 現行の診断技術 プロジェクトで導入される診断技術 
国家管理疾病 (State Control Diseases)    

1 牛肺疫 (CBPP)、小反芻獣肺疫 (CCPP) ELISA キット （酵素免疫吸着測定法） (MAAIF) ELISA、CFT （補体結合テスト）、PCR 
2 狂犬病 (Rabies) IFAT （間接蛍光抗体法） (MAAIF) IFAT、病理組織検査 

届出伝染病 (Notifiable diseases)    
3 トリバノソーマ症 (Trypanosomiasis) 顕微鏡検査、PCR （ポリメラーゼ連鎖反応） （マケレ

レ大学） 
顕微鏡検査、HCT （ヘマトクリット） 

4 結核 (Tuberculosis)  ツベルクリン検査、病理組織検査 
5 羊痘 （山羊痘） (Sheep (Goat) Pox)  病理組織検査 
6 アフリカ豚コレラ (African Swine Fever) ELISA キット (MAAIF) PCR 
7 豚丹毒 (Swine Erysipelas)  細菌分離、病理組織検査 
8 気腫疽 (Black Quarter) 細菌分離 （マケレレ大学） 細菌分離、病理組織検査 
9 ブルセラ症 (Brucellosis) ローズベンガル (MAAIF)、ELISA キット (MAAIF) ローズベンガル、ELISA、細菌分離、PCR 
10 トリコモナス症 (Trichomoniasis) 顕微鏡検査 顕微鏡検査 
11 カンピロバクター感染症 (Campylobacteriosis)  細菌分離、PCR、IFAT 
12 ヨーネ病 (Paratuberculosis)  病理組織検査 
13 すべてのダニ媒介疾患 (All tick-borne diseases) 顕微鏡検査 顕微鏡検査、病理組織検査 
14 ランピースキン病 (Lumpy Skin Disease)  SNT （血清中和試験）、RT-PCR （逆転写 PCR） 
15 ニューカッスル病 (Newcastle Disease)  HI （赤血球凝集抑制試験）、 病理組織検査 
16 ガンボロ病 (Gumboro Disease)  ウイルス分離、ELISA、病理組織検査 
17 鶏痘 (Fowl Pox)  臨床、病理組織検査 
その他の疾病 (Other diseases)    
18 小反芻獣疫 (PPR) ELISA キット ELISA、SNT 
19 乳腺炎 (Mastitis)  細菌分離、感受性検査 
20 サルモネラ症 (Salmonellosis)  細菌分離 
21 大腸菌症 (Colibacillosis)  細菌分離 
22 炭疽病 (Anthrax) 細菌分離、染色 細菌分離、パールテスト 
23 栄養欠乏 (Nutritional Deficiency)  病理、病理組織検査、生化学検査 
24 寄生虫疾患 (Parasitic Diseases) 顕微鏡検査 顕微鏡検査、病理、病理組織検査 
緊急疾病 (Emerging Diseases)    
25 リフトバレー熱 (Rift Valley Fever: RVF)  ELISA、SNT 

注：農業畜産水産省疾病診断・疫学センター（NADDEC）職員の話によると、国家管理疾病という分類がなくなっているとのこと。ただし、 新の分類についての情報が

中間レビュー調査期間中に得られなかったため、分類の変更は行っていない。 
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1. 評価グリッド 

評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

妥当性 プロジェクト目標及

び上位目標は、対象

地域・社会のニーズ

に合致しているか。 

選定された県獣医事務所

が管轄する地域における

家畜疾病診断・管理能力

の強化の必要性 

家畜疾病管理のための診断体制改善を通じて正確な疾病診断と診断結果を農民へ迅速に回答

することは、 終裨益者である畜産農家の家畜飼育面のリスクを低減するうえで極めて重要な事

項であり、さらには、大半の小規模農家の生計向上と貧困削減に寄与するものである。  

 ターゲット・グルー

プのニーズに合致し

ているか。 

（ PDM 上のターゲッ

ト・グループ：農業畜産

水産省疾病診断・疫学セ

ンター職員、マケレレ大

学獣医学部職員、及び選

定された県獣医事務所の

職員） 

農業畜産水産省の疾病診断・疫学センター(NADDEC)は、疾病診断を通じて家畜疾病を管理す

る役割を担っているものの、職員数不足、職員の能力不足、そして予算不足のために、その役割

を十分に果たすことができてない。マケレレ大学獣医学部には、家畜疾病診断分野にかかわる一

定の能力をもつ教職員が比較的豊富に存在し、家畜疾病診断における役割を担っている。このよ

うな状況にあることから、NADDEC だけでは十分には機能しない家畜疾病管理を、マケレレ大

学獣医学部との連携体制を築くことを通じて診断体制を強化することは、教育機関であり研究機

関である大学が、公共サービス提供にかかわっていくという挑戦的な面があるものの、適切かつ

迅速な疾病診断を求めている県獣医事務所並びに畜産農家のニーズに合致するものであるとい

える。 
 本プロジェクトがめ

ざす効果は、ウガン

ダの開発政策に合致

しているか。 

国家計画等で家畜疾病対

策が優先課題として位置

づけられているか。 

貧困削減アクションプラン (Poverty Eradication Action Plan：PEAP) に替わる次の国家計画とし

て、「国家開発計画 2010/11-2014/15 (National Development Plan 2010/11-2014/15: NDP)」が作成され

た。この国家開発計画では、貧困削減アクションプランに比較して、経済成長をより重視してい

る。国家開発計画には 8 つの重要目的が示されており、そのうちの 1 つが農業生産及び農業生産

性の開発である。またこの国家開発計画では、農業セクターにより多くの投資を行い、農業セク

ターで高い成長率を実現することが、貧困削減に確実につながる方法であると指摘している。こ

のように、国家開発計画では、農業セクター開発が重視されている。また、同計画では、農業セ

クター開発のための 4 つの目標と各種の戦略が示され、戦略の 1 つが「疾病・病虫害管理」であ

る。 
 農業畜産水産省は、上記国家開発計画の方針に沿って「農業セクター開発戦略及び投資計画

2010/11-2014/15（Agriculture Sector Development Strategy and Investment Plan: 2010/11-2014/15）」を

作成し、そのなかには、4 つのプログラムが含まれている。プログラム 1 は、生産増加と生産性

向上であり、サブプログラムの 1 つには、病虫害管理サブプログラムがある。そしてこのサブプ

ログラムの 1 つのコンポーネントが病虫害診断能力強化である。 
 以上のことから、家畜疾病管理のための国家診断体制の改善を図ろうとする本プロジェクト

は、国家開発計画及び農業・畜産・水産省の開発戦略との整合性があるといえる。 
 日本の援助政策・

JICA の援助実施方

針との整合性はある

か。 

対ウガンダ援助方針との

整合性はあるか。 
わが国の対ウガンダ援助方針には 4 つの重点分野があり、その 1 つは、農業開発である。わが

国の国別事業展開計画でも同様に、農業セクター開発を重視し、その 1 つとして、家畜衛生面の

改善による家畜生産性向上を通じた農村住民の収入増加と食料安全保障の確保が重点課題とし

て示されている。したがって、本プロジェクトはわが国の援助方針との整合性があるといえる。 
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評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

（妥当性） 手段としての適切性 プロジェクトのアプロー

チ、対象地域の選択は適

切であったか。 

農業畜産水産省は、国内に地域診断ラボラトリーを設ける方針を有している。本プロジェクト

で選定した県獣医事務所は、その地理的位置並びに現有機器の面から地域レファレンスラボとな

りうるポテンシャルを有する。したがって、本プロジェクトの対象県獣医事務所の選定は適切な

ものであるといえる。 
 ウガンダにおいて畜産業の振興を進めるうえで、重要な課題の 1 つは、疾病診断体制改善を通

じて、家畜の損失を低減させることである。疾病診断体制の改善のためには、 初に、中央レベ

ルでの疾病診断能力の強化に焦点を当てるべきであると判断された。その後、将来的に、段階的

に、県レベル、そして農民レベルへと改善を進めていく手順となると判断された。疾病診断体制

の改善のためには、中央レベルの疾病診断能力強化がまずは基盤として必要・重要であることは

間違いないであろう。しかしながら、中央レベルの疾病診断能力向上が畜産農家レベルにまで確

実に裨益することの展望あるいは道筋を示すことも重要なことである。以下参考として、日本人

専門家から得られた対象 5 県の選定理由を記す。 
(1) 中部地域に位置する Kiboga, Mpigi, Wakiso について 

Kiboga 県と Mpigi 県は、前回の協力プロジェクトで対象となっていた県獣医事務所である。そ

の際、シニア・ボランティアや短期協力隊員の派遣も行われ、活動並びに協力関係が良好に維持

されているため、本プロジェクトを通じてさらに活動を維持発展させることが可能である。 
(2) 東部地域にある Mbale 県 

東部地域の中心都市であり、前回の協力プロジェクトの対象県でもあった。将来的には、東部

地域をカバーする中核的な診断施設として機能することが期待されているため。 
(3) 西部地域にある Mbarara 県 

前回の協力プロジェクトでは対象県ではなかったが、西部地域の他県の獣医事務所との協力関

係をもっており、将来的に西部地域の中核として発展することが期待されているため。さらに、

元種畜牧場である Zonal Agricultural Research and Development Institute（ZARDI）とも密接な関係

を有しており、両機関の連携により、西部地域の拠点形成を視野に入れることができるため。  
  日本の技術の優位性はあ

るか。 
JICA は、家畜疾病に関する技術協力をタイ及び周辺国、モンゴル、ベトナム、南米南部の 3

カ国（ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ）などで実施してきており、家畜衛生分野での技術移

転の経験を有している。また、日本国内の家畜防疫体制は、国、研究所、都道府県、家畜保健衛

生所といった諸機関の役割分担と連携に基づいて実施され、高い疾病管理体制を有しており、こ

の体制にかかわる知見は、一定程度、参考可能なものと考えられる。したがって、疾病診断にか

かわる技術と疾病管理体制にかかわる知見は、本技術協力プロジェクト実施において有効と考え

られる。 
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評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

有効性 プロジェクト目標は、達成される見通しか。 
「MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学

獣医学部が、共同診断機関のプラットフォームとし

て先導しつつ、密接な連携を図ることで、国家の家

畜疾病診断能力が向上する。」 

プロジェクト活動の進捗の遅れを考慮すると、現時点でプロジェクト終了時（2013 年 6 月）

のプロジェクト目標の達成度を予測するのは時期尚早といえるかもしれない。今後、ウガン

ダ側関係者のプロジェクト活動への参加度が高まり、NADDEC と MAK-COVAB 間で密接な

協働が実現され、ウガンダ側の主体性が増加すれば、本プロジェクトが対象としている 25 種

類の家畜疾病の大半について、J-NADDIC として診断能力を身につけることが期待される。 
 プロジェクトの

アウトプットは

プロジェクト目

標の達成に貢献

しているか。 

アウトプットは、プロジェクト

目標を達成するために十分で

あったかどうか。「アウトプッ

トがすべて達成されればプロ

ジェクト目標は達成されるだ

ろう」という論理に無理はなか

ったか。 

本プロジェクトは、以下の 5 つのアウトプット（成果）で構成されている。 
1.  MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の緊密な連携による機能的

な家畜疾病診断システム整備のためのアクションプランが作成される。 
2.  国家共同家畜疾病診断センターを立ち上げることによって、包括的かつ専門的診断サ

ービスが提供できている。 
3.  緊急疾病発生に対処する実践的な調査システムが整備される。 
4.  MAAIF 疾病診断・疫学センターとマケレレ大学獣医学部の間の情報交換システムが

開発される。 
5.  選定された県獣医事務所において初期診断及びサンプル収集技術が改善される。 

プロジェクト目標としては、NADDEC と MAK-COVAB の連携を通じて、国家の家畜疾病

診断能力が向上することをめざしている。アウトプット 1 から 4 までは、主として両機関に

かかわる成果であり、5 番目のアウトプットは県獣医事務所の能力強化をめざしている。 
 外部条件の影響 (1) MAAIF 疾病診断・疫学セン

ター及び選定された県獣医事

務所の資格を有する職員の人

数が増加する。 
(2) 関係者間のコミュニケーシ

ョンが良好である。 
(3) 家畜疾病診断・管理に必要

な予算がウガンダ政府により

支出される。 
(4) 本プロジェクトに対する強

いコミットメントが期待され

る。 

以下に述べる理由から、4 つの外部条件は、外部条件として適切でないと判断し、外部条

件から外すことを改訂版の PDM で提案した。 
 一番目の外部条件については、昨年及び今年、NADDEC 職員の増員（計 6 名）が行われて

いる。今回、たまたま、農業畜産水産省の組織改編案とそれに伴う職員数の増加の方針が出

され、職員増加が実現したが、NADDEC の人数増加がなければプロジェクト目標に影響を与

えるというのは、かならずしも外部条件として適切とは思われない。また、二番目の外部条

件については、プロジェクト内部で対処すべき事項であって、外部条件として適切ではない。

三番目の外部条件に関しては、これまでのところ、プロジェクト活動にかかわる費用の大半

は、JICA が負担しており、ウガンダ側の負担は日本人専門家の事務室並びにラボの光熱費で

ある。実態として、日本側の費用負担でプロジェクト活動が進められており、ウガンダ側の

予算支出がないと、プロジェクト活動に大きな影響を与えるという状況ではない。したがっ

て、これも外部条件として適切でない。四番目の外部条件については、たしかに、本プロジ

ェクトの活動への参画度といった面で、ウガンダ側の主体性が少ない状況にはあるものの、

これはプロジェクト開始前から、そしてプロジェクト開始後も、当事国の主体性を求めつつ、

プロジェクト活動を進めることが必要であり、外部条件としては適切でない。 
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評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

（有効性） プロジェクト以外に貢献した要因はあるか。 中間レビュー時点では、特にない。 
 プロジェクト目標達成を阻害する要因はあるか。  効率性の項で述べるように、日本側投入、ウガンダ側投入、プロジェクトマネジメントの

面で、不足する点があったため、プロジェクト活動の進捗が大幅に遅れている。プロジェク

ト期間が 3 年間であり、既にその半分の 1 年半が経過する時点であることから、これまでの

進捗の遅れを挽回し、高い水準でプロジェクト目標を達成することは、残された時間から判

断して厳しい状況にあると思われる。 
効率性 アウトプットは、

達成される見込

みであるか。 

成果 1 は既に達成済み。成果 2 から 4 については、かなり進捗が遅れており、今後、活動を本格化する必要がある。成果 5 に

ついては、一定程度進捗しつつあるが、今後も着実に関連する活動を進めていく必要がある。 

  成果 1：MAAIF 疾病診断・疫

学センターとマケレレ大学獣

医学部の緊密な連携による機

能的な家畜疾病診断システム

整備のためのアクションプラ

ンが作成される。 

実績：アクションプランは 2011 年 4 月に開催された JCC で承認されており、成果 1 は達成

済みである。 

  成果 2：国家共同家畜疾病診断

センターを立ち上げることに

よって、包括的かつ専門的診断

サービスが提供できている。 

実績：国家共同家畜疾病診断センター（J-NADDIC）の立ち上げ並びに包括的かつ専門的診

断サービスを提供できるようになるための能力開発が進められており、現在は、その初期段

階にある。NADDEC 及び MAK-COVAB の関係者が、診断技術の向上及び 2 つの機関間の連

携メカニズムの構築をめざしている本プロジェクトの活動に、より積極的に参加することを

通じて、関係者の能力強化が図られることが期待される。 
  成果 3：緊急疾病発生に対処す

る実践的な調査システムが整

備される。 

実績： 今後、関係者間での議論を通じて、緊急疾病発生に対処する実践的な調査システム

を構築する必要がある。 

  成果 4：MAAIF 疾病診断・疫

学センターとマケレレ大学獣

医学部の間の情報交換システ

ムが開発される。 

実績：情報交換システムを開発するためには、両機関（NADDEC 及び MAK-COVAB）とも

に、この活動を担当する人を決め、その他の関係者を含めてこの点に関する議論を始める必

要がある。 

  成果 5：選定された県獣医事務

所において初期診断及びサン

プル収集技術が改善される。 

実績：研修コースの実施や日本人専門家のフィールド訪問を通じて、選定された 5 県の獣医

事務所のスタッフの能力開発が進展している。 
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評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

（効率性） 達成されたアウ
トプットからみ
て、投入の質・
量・タイミングは
適切か。 

日本人専門家派遣の人数、専
門分野・能力、派遣のタイミ
ング・期間は適切か。 

長期専門家として 3 分野の専門家が派遣されている。1) チーフアドバイザー、2) 病理学診
断、3) 業務調整/疾病診断である。また、短期専門家として、4 分野の専門家が派遣された。 
 プロジェクト開始（2010 年 6 月）当初から 3 名の長期専門家を派遣する計画であったが、実
際には、「業務調整/疾病診断技術」担当の 1 名だけの派遣となり、残り 2 名（チーフアドバイ
ザーと病理診断）の長期専門家の派遣は 1 年遅れた（2011 年 6 月に派遣）。この遅れは計画さ
れていたプロジェクト活動の全般的管理と診断技術の移転に大きな影響を与え、プロジェクト
活動の進捗の遅れにつながった。 

 供与機材の種類、量、供与時
期は適切か。 

車両、事務機器（コンピュータ、プリンターなど）、ラボ用機器（顕微鏡、冷蔵庫、血液検
査機など）が供与された。供与機材の価格合計は、2011 年 11 月現在で、41 万 9,000 米ドルで
ある。詳細については、ミニッツの Annex 5 を参照のこと。 

  研修員受け入れの人数、内
容、時期などは適切か（本邦
研修）。 

中間レビュー調査時点までに以下の 6 名のプロジェクト関係者が本邦研修に参加している。
詳細は、ミニッツの Annex 6 参照のこと。 

  日本側負担現地活動費 プロジェクト活動に対して JICA 側が負担した費用は、2011 年 9 月時点で 3 億 7,923 万 2,840
シリング（円換算値 1,198 万円）である。MAK-COVAB 内の診断ラボの建物修復は JICA 予算
を用いて行われた。この改修工事は当初 2011 年 3 月末までに終える予定であったが、ラボの
改修費用の見積もり金額が、JICA が用意していた予算額（平成 22 年度分）を超えたため、一
部のラボの改修工事を除いて、ほとんどの部分の改修工事が次年度予算を用いることとなり、
また、契約手続きにも予定以上に時間を要したため、ラボの改修工事完了は半年以上遅れるこ
とになった（2012 年 11 月に工事完了）。 

  カウンターパートの人数、配
置のタイミング、能力は適切
か。 

 中間レビュー調査時点でカウンターパートとして配置されているのは、合計 5 名で、農業畜
産水産省が 3 名〔プロジェクト・ダイレクター、プロジェクト・マネージャー、カウンターパ
ート（調整役）〕、マケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全性部（MAK-COVAB）が 2 名〔プ
ロジェクト・マネージャーとカウンターパート（調整役）〕である。詳細は、ミニッツの Annex 
7 を参照のこと。 
 このように、ウガンダ側カウンターパートの配置人数は極めて限られている。なお、
MAK-COVAB の場合は、今年、学部の組織改編が実施されたため、新しい組織体制下での教職
員配置が現在進められている段階にある。そのため、学部内に新規に構築する中央診断ラボへ
のスタッフの配置も遅れている（中間評価時点で、スタッフ配置案を検討中であった）。
NADDEC の場合は、調整役としてカウンターパートが 1 名だけ配置されている。本プロジェ
クトにおける技術移転の対象は、NADDEC の獣医師及びラボ・テクニシャンであるので、プ
ロジェクト活動への参加を促すために、その他のスタッフをカウンターパートとして任命する
ことが望ましい。 

  事務室等の規模、利便性は適
切か。 

 マケレレ大学においては、MAK-COVAB 内に専門家用事務スペースと診断ラボラトリーがプ
ロジェクト活動用に提供されている。農業畜産水産省においては、エンテベ市にある、元の本
部に専門家執務室が提供され、またそこから少し離れた MAAIF 疾病診断・疫学センターのラ
ボがプロジェクト活動に利用されている。  
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評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

（効率性）  ウガンダ側のプロジェクト

予算は適切な規模か。 
 農業畜産水産省内及びマケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全性学部（以下、MAK-COVAB）
内の専門家用事務スペース及びラボにおける光熱費（電気、水道料金など）を両機関が負担し

た（ただし、具体的金額については不明）。プロジェクト活動に必要な大半の費用は、診断に

必要な消耗品並びにウガンダ側関係者の旅費等も含めて、JICA が負担している。 
  ウガンダ側関係機関間の連

携（連絡・調整）が、円滑に

行われているか。 

 本プロジェクトの重要な目的の 1 つは、NADDEC と MAK-COVAB 間の密接な協働による機

能可能な共同家畜疾病診断体制を構築することである。ただし、NADDEC と MAK-COVAB 間

の連携・調整はまだまだ不足している状況である。NADDEC 側のカウンターパートがあまり

プロジェクト活動に参画していない点が主たる原因とみられるが、日本人専門家が両機関を取

りもつ役割を効果的に担い、良好な調整・連携が築かれるよう支援していくことが求められる。

また、NADDEC スタッフと MAK-COVAB、さらに日本人専門家を加えた会議を、より頻繁に、

そして定期的に開催する必要がある。 
 投入は十分活用

されているか 
供与機材等は有効に利用さ

れているか。 
 MAK-COVAB の中央診断ラボの施設の修復工事が 2012 年 11 月に完了し、機材整備も順次進

められている。MAK-COVAB における機材の利用は、これから本格化する。対象 5 県の獣医事

務所にも数種類の機材が供与されている。ただし、一部の獣医事務所では、使い方がよく分か

らないとの理由で、機材供与から半年経過しても未使用のケースが見られた。 
 効率性を阻害し

た要因はあるか。 
C/Ps の定着度は、良好か。 
 

 聞き取り情報では、NADDEC も MAK-COVAB も職員の定着性が高いとの話であり、本プロ

ジェクトのカウンターパートとして配置されている 5名もプロジェクト開始時から異動なく継

続している。 
 その他の要因はあるか。  前回の協力プロジェクトでは、NADDEC の人数不足が大きな問題であったとの指摘があり、

このため、家畜疾病診断能力が不十分な状況があまり改善されない要因とされていた。なお、

NADDEC の現状を踏まえて、NADDEC の状況をどのように改善していくかについて、本プロ

ジェクトでは明確には計画されていない。関係者のコメントから分かったことは、実態として

は、NADDEC の能力が向上する見込みが少ないので、マケレレ大学獣医学部に必要な診断技

術を身につけさせることで、家畜疾病診断体制の向上をめざしていたことである。そのことも

あって、NADDEC をどう位置づけ、どのように連携し、NADDEC の診断能力をどう向上させ

ていくのか具体的な方策が示されていなかった。このような点も、本プロジェクトの進捗に影

響を与えていると思われる。 
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評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

インパクト 上位目標「家畜の生産及び生産性の向上を目的

に、家畜疾病管理のための機能する国家診断体制

が確立する。」 

NADDEC と MAK-COVAB による共同体制としての J-NADDIC の構築及び J-NADDIC として

の診断サービス提供は、初期段階にある。したがって、現時点で J-NADDIC の業績を評価する

ことは困難であり、また、設定された 2 つの指標を達成しつつ上位目標が達成されるかどうか

見通すことも時期尚早である。 
 上位目標を達成するために必要な方策が考えら

れているか。 
現状では、プロジェクト期間中にできるだけプロジェクト目標達成に近づくよう、遅れてい

る進捗状況を挽回することに焦点を当てることに集中する必要がある。そのため、上位目標を

達成するために必要な具体的方策は検討されていない。 
妥当性の項で既に記述したように、疾病診断体制の改善のためには、中央レベルの疾病診断

能力強化がまずは基盤として必要・重要であることは間違いないであろう。しかしながら、中

央レベルの疾病診断能力向上が畜産農家レベルにまで確実に裨益することの展望あるいは道

筋を示すことも重要なことであると考える。 
 上位目標達成のた

めの外部条件が影

響する可能性 

中央レベル及び県レベル

に、家畜疾病診断・管理に

必要な研修を受講した職員

が配置されている。 

 中央レベル（農業畜産水産省及びマケレレ大学）も県レベル（県獣医事務所）も、職員の定

着性は高い。したがって、本プロジェクトで実施する研修を受講した教職員の多くは、継続的

に勤務するものと予想される。 

 ターゲット・グル

ープ以外に波及し

た影響はあるか。 

これまでのプロジェクト活

動を通じて、ターゲット・

グループ以外へ波及したイ

ンパクトの事例があるか。 

 特になし。 

 その他の正負のイ

ンパクト 
その他のインパクト  特に観察されなかった。 

持続性 
（見込み） 

今後も、国家開発計画や農業セクター戦略等の関

連政策において、家畜疾病対策の重要性が継続す

るかどうか（見込み）。 

 妥当性の項で述べたように、家畜疾病対策の重要性は、今後も継続すると見込まれる。 

 カウンターパート機関（農業畜産水産省疾病診

断・疫学センター、マケレレ大学獣医学部）等で

は、本プロジェクトがどのように認識されている

か。 

 農業畜産水産省及び MAK-COVAB で、本プロジェクトを管轄する幹部は、本プロジェクト

の重要性を十分認識し、本プロジェクトにかかわってきている。ただし、その下に配置されて

いるのは、両機関とも 1 名ずつのカウンターパート（調整役）と少数であり、職位レベルがか

なり異なることが、日常的な意志決定や調整作業における若干のネックとなっているように見

受けられる。 
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評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

〔持続性 
（見込み）〕 

制度面：本プロジェクト

が確立を図ろうとして

いる「MAAIF 疾病診

断・疫学センターとマケ

レレ大学獣医学部によ

る共同診断機関」構想

は、制度的に持続性が高

いかどうか。 

共同診断機関構想は、

機能しうる組織体制、

役割分担、権限、予算

獲得能力を有すること

が可能かどうか。 

共同診断体制の構築は、これから取り組むプロジェクト活動である。 
既に述べたように、NADDEC の問題点は、職員数の不足と能力不足、予算不足である。去

年と今年、計 6 名の職員増加が図られており、組織体制としては若干の改善があったものとい

える。ただし、診断機関として適切に機能するかどうかは、利用可能な予算と能力に左右され

る。能力面については、新規採用職員を本プロジェクトの技術移転対象者に位置づけて、能力

向上を図ることが望まれる。 
MAK-COVAB については、診断ラボの施設改修工事が完了したので、このラボ組織へ教職

員の配置がこれから決定される。 
両機関の役割分担については、既に作成されたアクションプランに記載されているが、今後、

プロジェクト活動の進捗に応じて、必要な修正や詳細化を行っていくことが望まれる。 
予算獲得能力については、国家共同診断機関としての役割を担っていくならば、業務に必要

な経費の一部は、国家予算から支出されることが望ましい（MAK-COVAB による診断の場合、

診断料金を取るとしても、あまり高い値段設定が困難であるとすれば、国家予算補助が必要に

なるであろう。なお、NADDEC の場合は、政府機関であるため、診断料金を徴収することが

できない）。 
 カウンターパート機関

に、本プロジェクトの成

果を活用・発展させてい

くために必要な組織体

制があるかどうか、ま

た、職員の継続性が確保

されているかどうか。

（組織面） 

プロジェクト終了後、

農業畜産水産省疾病診

断・疫学センター及び

マケレレ大学獣医学部

の中央診断ラボは、継

続的に実施できるに必

要な組織体制をもち、

職員の継続性があるか

どうか。 

NADDEC と MAK-COVAB における人材面と予算面の制約のため、J-NADDIC の構築は、ま

だ初期段階にある。これまで、プロジェクト活動の多くは、日本人専門家が実施しており、ま

た大半の活動経費も JICA が負担している。プロジェクトの残り期間に、J-NADDIC が信頼で

き、よく構築された機関とするためには、今後、NADDEC と MAK-COVAB がプロジェクト活

動の実施面と資金面で徐々に役割を増加させていくことが望まれる。また、両機関にとって重

要な点は、今後本プロジェクトから得られる教訓に基づいて J-NADDIC の持続的運営を確実

にするために必要な対策をとっていくことである。 

 カウンターパート機関

には、本プロジェクトの

成果を活用・発展させて

いくために必要な資金

が確保されているかど

うか、あるいは資金を獲

得する能力を身につけ

ているかどうか。（資金

面） 

プロジェクト終了後に

おける、農業畜産水産

省疾病診断・疫学セン

ター及びマケレレ大学

獣医学部の中央診断ラ

ボの資金獲得能力。 

診断業務に必要な消耗品類やウガンダ側関係者の旅費も含めて、プロジェクト活動のための

費用の大半を JICA が負担している。J-NADDIC の資金的持続性は、農業畜産水産省及び

MAK-COVAB の予算措置に左右される。 

 カウンターパート機関間の連携が良好に維持さ
れるかどうか。連携を継続するためのメカニズム
が明確かどうか。 

今後、カウンターパート機関間（NADDEC と MAK-COVAB 間）の良好な連携を築いていく必
要がある。 
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評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

〔持続性 
（見込み）〕 

カウンターパート機関

の関係職員は、本プロジ

ェクト終了後も、適切

に、家畜疾病診断・管理

を継続実施できる能力

を身につけているかど

うか。（技術面） 

農業畜産水産省疾病

診断・疫学センターお

よびマケレレ大学獣

医学部中央診断ラボ

ラトリーの職員の技

術水準が適切である

かどうか。 

本プロジェクトで作成したアクションプランによると、NADDEC と MAK-COVAB の技術能

力を以下のように評価している。 
・ NADDEC と MAK-COVAB は、両機関とも国民一般に対して診断サービスを提供している。

しかしながら、診断の質は不十分で、診断試験が可能な種類も限られている。両機関とも、

主要な疾病について、適切に診断する技術が不足している。 
・ 特に強化が必要な分野は、ウイルス学（分離・血清中和試験）組織病理学、血清学（ELISA、

診断液）、PCR ベースによる遺伝子診断である。 
・ NADDEC のスタッフ数は少なすぎるため、資金的にはドナー機関に相当頼っている。この

ような状況が、家畜感染症の国内蔓延の一要因となっている。 
 両機関の関係者及び J-NADDIC として、十分な技術的能力を身につけるためには、両機関関

係者がプロジェクト活動に積極的に参加することが必要である。両機関ともスタッフの定着性

は高いので、いったん、必要な技術的能力を習得し、必要な運営予算が確保されれば、技術的

持続性は確保可能と判断される。 
 供与資機材の維持管理は適切に行われているか。

また、協力終了後も適切に行われる見通しはある

か。 

 前回の協力プロジェクトで、県獣医事務所へ供与された機材の状況を確認したが、破損して

使用できなくなっている機材は見られなかった。したがって、本プロジェクトで供与される機

材の維持管理が適切に行われる一定の見通しはある。ただし、なんらかの理由で故障した場合、

県獣医事務所の予算がかなり限定的といわれているので、修理できない可能性もある。この他、

機材によっては〔オートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）やインキュベータ〕、使用頻度がかなり

低いものも見られた。 
 持続性に影響を与える貢献・阻害要因は何か。  本プロジェクト期間中は、プロジェクトで設定した 5 つの成果とプロジェクト目標の達成度

をできるだけ高めることに集中する必要があり、中央レベルの家畜疾病能力を一定水準まで高

める必要がある。そのうえで、本プロジェクトの持続性を確保するためには、中央レベルの家

畜診断能力の向上が、畜産農家に具体的に裨益した具体的事例を積み重ねていく必要があると

考える。裨益効果は小さなものであっても、また特定地域限定であってもかまわないが、プロ

ジェクト関係者並びに政策決定者にアピールできて、家畜疾病診断能力を向上させることに意

義があると理解してもらえるような事例をつくっていく必要がある。 
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2．実施プロセスの検証 

評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

実施 
プロセス 

当初計画した成果を達
成するためにどのよう
な計画・実施体制の変
更・軌道修正が行われ
たか。 

プロジェクト実施中に把
握されていた課題は何か。
その課題はどのように解
決されたか。 

 当初計画の大きな変更は行われていない。 
実施体制については、カウンターパートの配置が不十分な状況である。MAK-COVAB につ

いては、中央診断ラボのスタッフの配置を決定する段階にあり、配置が決定すれば、
MAK-COVAB の実施体制はかなり整うことになる。 

 技術移転の方法に問題
はなかったか。 

問題がある場合、どの分野
におけるどのような技術
移転方法に問題があった
か。どのように解決された
か。 

これまで、プロジェクト開始 1 年目は、短期専門家（1 名派遣）による技術移転が実施され、
2 年目からは、長期専門家と複数の短期専門家派遣を通じて、診断技術にかかわる技術移転が
進められている。本プロジェクトは、診断技術の向上にかかわる活動に加え、共同診断体制
を築くことも重要な点であるので、この点について、NADDEC 及び MAK-COVAB と長期専
門家が協議・調整しつつ、共同診断体制を構築していくことが今後必要である。 

 相手国のオーナーシッ
プ 

①C/P 配置の適正さ 
②予算手当ては適切か 

カウンターパートの配置については、既に述べたように不十分であり、技術移転対象者の
明確化も含めて、カウンターパートの配置を進めていく必要がある。 

予算についても既に述べたように、ウガンダ側の予算支出はほとんどない。ウガンダ側が
予算支出するかどうか、プロジェクト開始前に取り決めていないので、いたしかたないとも
いえる。 

 選定された県獣医事務所
の本プロジェクトについ
ての認識や参加度は高い
か。 

 県獣医事務所の本プロジェクトへの参加は、研修コースへの参加が主たるものであり、本
プロジェクトに対する一定の認識と参加度があるといえる。 

 プロジェクトのマネジ
メント体制に問題はな
かったか。 

JCC は、必要な時期に実施
され、必要なテーマが話し
合われていたか。 

JCC 会議の開催実績 
回数・開催日 主な議題 出席者 

第 1 回 
2010 年 8 月 4 日 

プロジェクトの背景とコンセプトの説明。
PDM と活動計画（PO）の確認。通常の疾病
の診断に焦点を当てることが確認された。ま
た、キーとなる県がリスト化された。 

農業畜産水産省の次官
が議長を務め、計 15 名
が出席した。 

第 2 回 
2011 年 4 月 28 日 

プロジェクトの進捗状況と資金報告が報告
された。アクションプランが承認された。ま
た、PDM 及び PO の修正が承認された。 

農業畜産水産省の次官
が議長を務め、計 20 名
が出席した。 

第 3 回 
2011 年 12 月 15
日 

中間レビュー調査時に開催された。前回 JCC
会議の議事録の確認。プロジェクトの進捗状
況の報告。中間レビュー調査結果の報告（評
価調査団による）。（今後のプロジェクト活動
の予定については、この後に、大学の中央診
断ラボの開所式が予定されていた都合から、
省略された） 

 

JCC 会議の開催頻度や議事内容に特に問題はないが、これまでの JCC の出席者は、かなり
限定的であったとの話もあった。 
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評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

（実施プ

ロセス） 

 その他の定例会議等を通

じて、プロジェクト・チ

ーム内（専門家、関係機

関関係者及びカウンター

パート）の意思決定メカ

ニズムが十分機能してい

るか。 

(1) 技術委員会の会議開催について 
回数・開催日 主な議題 出席者 

第 1 回 
2011 年 1 月 27 日 

PDM の指標、NADDEC 及び

MAK-COVABの役割について

の議論。PDM 修正案作成。 

NADDEC の C/P (Dr. Deo)、 
MAK-COVAB の C/P (Dr. Wanpande)、蔵

田専門家、近藤 SV、多田専門員 
第 2 回 
2011 年 2 月 2 日 

PDM 修正案の承認。 NADDEC の C/P (Dr. Deo)、 
MAK-COVAB の C/P (Dr. Wanpande)、蔵

田専門家、近藤 SV、多田専門員 
第 3 回 
2011 年 10 月 27
日 

両機関のラボの役割、合同評

価チームづくり、情報交換シ

ステム、J-NADDIC と県獣医

事務所間の家畜衛生ネットワ

ークについて。 

NADDEC スタッフ、マケレレ大学獣医

学部スタッフ（10 名）、県獣医事務所ス

タッフ（15 名） 

注：SV：シニアボランティア 
  1 回目と 2 回目は、調整役のカウンターパート 2 名と日本人専門家間での、ごく少人数での

会議である。実質的には、R/D で規定されたメンバーの大半が出席していないので、仮の技術

委員会会議であるといえる。本格的な技術委員会の開催は、第 3 回目の会議である。今後、よ

り頻繁に、技術委員会会議が開催されることが求められる。 
 
(2) MAK-COVAB の運営委員会 

これは、R/D（討議議事録）には、記載されていない種類の会議であるが、MAK-COVAB の

プロジェクト関係者約 14 名で構成される委員会が 2011 年に設けられている。これまで数度の

会議が開催されている。中間レビュー調査時には、中央診断ラボのスタッフ配置（案）の検討、

本邦研修の候補者の検討などが行われていた。 
 総体的には、プロジェクト・チーム内の意思決定メカニズムの構築が進みつつある段階とい

える。 
 プロジェクトの進捗状況

は、どのようにモニタリ

ングされていたか。 

 JICA 事務所向けには、6 カ月ごとの進捗報告書（技術協力プロジェクト実施運営総括表）が

作成され、提出されている（2011 年 2 月、2011 年 4 月、2011 年 7 月）。 
 なお、この半期ごとの報告書には、各活動の進捗状況と成果の達成状況を記載する英文様式

も用意されているが、この様式は用いられていない。すなわち、6 カ月ごとの進捗報告書の英

文版はない。プロジェクトの進捗については、JCC 開催時にパワーポイントで説明をしている

との話であったが、JCC 開催時に限らず、より定期的に英文での進捗報告書を作成し、プロジ

ェクト関係者に配付し、進捗状況についての情報共有を図る必要があると考える。 
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評価項目 
評価設問 

調査結果 
大項目 小項目 

（実施プ

ロセス） 

 専門家とカウンターパー

ト機関及びカウンターパ

ート・スタッフとのコミュ

ニケーションは、円滑に行

われているか。 

 MAK-COVAB に日本人専門家の執務室があり、ここでの活動に大半の時間を費やしている

ので、MAK-COVAB のカウンターパートをはじめとする関係者とのコミュニケーションには

問題はみられない。一方、農業畜産水産省のカウンターパートとのコミュニケーションにつ

いては、プロジェクト・マネージャーとは良好なコミュニケーションがとれているようであ

るが、NADDEC のカウンターパートとのコミュニケーションは必ずしも良くない。大きな要

因は、NADDEC のカウンターパートの本プロジェクトへの関与が少ないこと、そして

NADDEC の事務所に不在の場合が多いことである。そして、NADDEC のカウンターパート

に連絡を入れても、そこで情報がとどまり、NADDEC 内の他のスタッフに情報が回っていな

いとの指摘もあった。 
 JICA ウガンダ事務所及び

JICA 本部との連絡・協力

が円滑に実施されたか。 

基本的には大きな問題はみられない。 
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Staff of NADDEC

8 Veterinarians
8 Laboratory Technicians
1 Data Entrance
1 Office Messenger
1 Laboratory Assistant

Total 19 established staff (permanent or contract)

Resource Centre

Policy Analysis Unit

Dept. of Animal 
Production

Directorate of Crop 
Resources

Dept. of Crop Production
Dept. of Crop Protection
Dept. of Farm Development

Directorate of Animal 
Resources and Fisheries

Office of Ministers of State
(Crop Resources, Animal Resources, Fisheries) 

Dept. of Livestock Health 
and Entomology

Office of the Minister

Division of 
Entomology

Division of Veterinary 
Inspection and Regulation

Division of National 
Disease Control

Agricultural Planning Dept.
Finance and Administration Dept.
Policy Analysis Unit
Agriculture Resource Center

National Livestock 
Resources Research 

Institute: NALIRRI

National Agricultural Advisory Services
Dairy Development Authority
Uganda Coffee Development Authority
Cotton Development Organization
National Agricultural Research Organization 
(NARO)
National Animal Genetic Resource Centre
Coordinating Office for Control of Trypanosomiasis 

Epidemiology Unit Diagnostic Unit

National Animal Disease Diagnostic 
and Epidemiology Center 

(NADDEC)

Bacteriology
Virology
Pathology
Haematology
Serology (1) & (2)
Biochemistry
Molecular Biology
Acaricide Analysis

Dept. of Fisheries 
Resources

Office of Permanent Secretary

職員の他に、学生（学部生及び卒業生）が12名と
補助スタッフ（警備員含む）が5名いる。
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NARO:  National Agricultural Research Organization 注：　聞き取り情報によると、まだ組織再編に着手されていないとのこと。
NAADS: National Agricultural Advisory Services
CDO: Cotton Development Organization
DDA: Dairy Development Authority
UCDA: Uganda Coffee Development Authority
COCTU: Coordinating Office for the Control of Trypanosomiasis in Uganda 
NAGRC&DB: National Genetic Resource Information Centre and Data Bank
PMA: Plan for Modernization of Agriculture 

Public 
Procurement and 
Disposal of Public 

Assets Unit

Directorate of
Animal Resources 

Directorate of
Crop Resources

Ministers of State

Office of the Minister

Dept. of 
Animal 

Production

Dept. of 
Animal 
Health

Dept. of 
Entomology

Permanent Secretary

Internal Audit 
Unit

Directorate of 
Fisheries Resources

Directorate of
Agricultural Support Services

Dept. of Crop 
Production

Dept. of Crop
Protection

Dept. of Inspection & 
Certification

Dept. of 
Aquaculture 
Management 

and 
Development

Dept. of 
Fisheries 
Resource 

Management 
and 

Development

Dept. of 
Control, 

Regulation 
and Quality 
Assurance

Dept. of 
Agricultural

Planning

Dept. of 
Agribusiness

Dept. of Agriculture 
Infrastructure and Water for 

Agricultural Production

Dept. of Finance & 
Administration

出所： Review of Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Functions and Structures, June 

NARO
NAADS
NAGRC&DB
COCTU
DDA
CDO
UCDA
PMA Sec.

Veterinary 
Training 
Institute

Bukalasa Agricultural 
Training College

Fisheries 
Training 
Institute

－
　

－
94



PVI
Inspection & 
Certification

PVO Epidemics PVO Diagnostics

AC
Animal Disease Control

Commissioner 
Animal Health 

SVO Cattle 
Disease

SVO Swine and 
Small Ruminants

AC
Veterinary Diagnostics and Epidemiology

PVI
Animal Movement 

Control
PVO Epidemiology, 

Disease Surveillance & 
Investigations

Principal Chemist

SVO Zones (8)

SVO Wildlife and 
Marine Disease

SVO parasitelogy
SVO Bacteriology

SVO Virology
SVO Mycology

SVO Mol. Diagnosis
(4)

SVO 
Epidemiology, 

Disease 
Surveillance & 
Investigation

SVO 
Epidemiology 

Risk Analysis and 
Modeling

Laboratory 
Technician

SVI
Inland 

QuarantineSenior Lab 
Technician

出所： Review of Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Functions and Structures, June 

SVO 
Communication

Senior 
Chemist

AC
Veterinary Registration and Enforcement

SVO Poultry 
Disease

Principal Lab. Tech
Senior Lab. Tech (4)
Lab Technician (4)

Librarian
Lab Receptionist SVI

Identification and 
Traceability

SVI
Animal Welfare 

and Ethics

SVI
Border 

Quarantine

SVI
Zones (10)

SVI
Zones (30)

SVI
Animal Products

(3)

VI
Animal Products

(6)
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（単位：人）

定数 合計

課長 Assistant Commissioner 1 1

Principal Veterinary Officer (Diagnostics) 1

Principal Veterinary Officer (Epidemiology) 1

Senior Veterinary Officer  (Diagnostics) 4

Senior Veterinary Officer  (Epidemiology) 2

Senior Veterinary Officer  (Communication) 1

Principal Chemist 1

Senior Chemist 1

Principal Lab Technician (D) 1

Senior Laboratory Technician 5

Laboratory Technician 5

司書 Librarian 1 1

ラボ受付係 Laboratory Receptionist 1 1

25 25

出所：Review of Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Functions and
         Structures, June 2010

9

2

11

獣医師

薬剤師

ラボ・テクニシャン

職位

計
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(Proposed number of sraff to be assigned)

Makerere University Council

Makerere University Senate

COVAB

Principal

School of Biosecurity, 
Biotechnical & Lab Sci

Admini. Secretary School of Vet. Med. & Anim. Res.

Dean Dean

Biomole Res 
& Biolab Sci

Biosec, Eco 
Sys & VPH

Biotech & 
Diag Sci

Livestock & 
Indust. Res

Wildlife & Aqua 
Ani Res

Vet Clin, & 
Comp. Med

Central Teaching 
Lab

Manager (1)
Deputy Manager (1)

Central Diagnostic. 
Lab

(3)(2)(2)(2)

H/S/C/PVirol. UBact. UPatho. U Molecular U.

(1)

・マケレレ大学獣医学・動物資源・生物安全性学部の組織図は、すでに承認されたもので、この組織図に沿って職員配置が進行中。
・中央診断ラボの組織図は案であり、職員配置について検討中であった。（中間レビュー時）

－
　

－
97



（日本人専門家から入手した情報に基づき、整理したもの） 

 

(1) 2010 年度に実施した研修 

研修名 Sampling and Diagnostic Techniques for Veterinary Laboratories 

（サンプル収集技術と初期診断技術） 

背景 プロジェクトで選定した県獣医事務所のスタッフの疾病初期診断技術には、ばら

つきがあり、また診断材料の採取についても、的確な手法及び保存方法が用いられ

ていない場合が多い。疾病診断においては、診断材料の採取から初期診断、二次確

定診断という一連の流れが的確に実施されないと、正確な診断を下すことは困難で

あるため、診断材料の採取技術と初期診断技術の能力向上を図る必要性が高い。 

研修目的 1) 疾病発生に際し、的確な材料を適時に採取できるようになる。 

2) 診断の方法に応じ的確な方法で診断材料を処理することができるようになる。 

3) 必要に応じて中央診断ラボに診断依頼の連絡をするとともに、診断材料を適正な

状態で迅速に送付することができるようになる。 

4) 地方における疾病の基本的診断技術を一定のレベルに保つことができるように

なる。 

参加者の範囲 地理的位置からキーとなる県（Mbale、Mbarara、Wakiso）を中心として、その周

囲 3～5 県も対象にして、各県から 3～4 名のスタッフ（獣医師、畜産技術普及員、

ラボテクニシャン）を DVO (District Veterinary Officer)が人選し、Mbale、Mbarara 及

び Entebbe で開催された研修に参加させた。 

 

(2) 2011 年度に実施した研修 

研修名 Capacity Building for Meat Inspection System in Selected District 

（食肉検査技術） 

背景 プロジェクトで選定した県獣医事務所等において、食肉検査技術の信憑性に問題

があるとの提言を農業省から受けた。地方においては、病畜が、と畜場に搬入され

る場合も多く、食品衛生上から問題である。2011 年度に投入予定の細菌学短期専門

家の専門分野が公衆衛生（食肉衛生）であったことから、それぞれの地域における

食肉衛生検査技術能力強化を図ることで疾病発生のモニタリングも可能となる。 

研修目的 1) 食肉検査を通じて疾病の一時診断ができるようになり、安全な食肉を提供するこ

とができるようになる。 

2) より衛生的な食肉検査が実施できるようになる。 

3) 必要に応じて、疾病診断材料を採取し、基礎診断に供し、また中央診断ラボと連

携し的確にサンプルを送付することができるようになる。 

参加者の範囲 Mbale、Mpigi、Kiboga の 3 県（食肉衛生検査能力強化の要望が強かった 3 県）の

食肉検査に従事している獣医師及び食肉衛生検査員。 
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（2011 年 12 月 11 日、長期日本人専門家作成資料に基づき一部修正） 

    
プロジェ

クト開始

時に診断

できてい

た疾病 

現時点で

診断でき

ている疾

病 

診断担当機関 

まだ診断できていない疾病及び一部可能

となっている疾病について、プロジェク

ト終了時までに、診断可能となるかどう

かの見込み。 

 Name of diseases Present technique Techniques by the Project 農業省
NADDEC 

マケレレ

大学ラボ 
診断できる 

診断可能

見込み 
その他 

 (State Control Diseases)          
1 CBPP, CCPP  ELISA-Kit (NADDEC) ELISA, CFT, PCR 一部可能 一部可能 ■ -  ○  
2 Rabies  IFAT (NADDEC) IFAT, histopathology 可能 可能 ■ ■ ○   
 （Notifiable diseases）          
3 Trypanosomiasis Microscopic, PCR (MAK) Microscopic, HCT 一部可能 一部可能 ■ ■  ○  
4 Tuberculosis  Tuberculin test, histopathology 可能 可能 ■ ■ ○   
5 Sheep (Goat) Pox  Histopathology --- --- ■ ■  ○  
6 African Swine Fever ELISA Kit (NADEC) PCR 可能 --- ■ ■  ○  
7 Swine Erysipelas  Bacteria Isolation, histopathology --- ---  ■ いまだ本疾病摘発せず、見込不明 
8 Blackquater   Bacteria isolation (MAK) Bacteria isolation, histopathology --- ---  ■  ○  
9 Brucellosis:  Rose Bengal(NADDEC), 

ELISA(NADDEC) 
Rose Bengal, ELISA,  
Bacteria isolation, PCR 

可能 一部可能 ■ ■  ○  

10 Trichomoniasis Microscopic Microscopic --- ―  ■ いまだ本疾病摘発せず 
11 Campylobacteriosis  Bacteria Isolation, PCR, IFAT --- 一部可能  ■ 繁殖性疾病はいまだ摘発せず 

（腸管由来感染は診断済み） 
12 Paratuberclosis  Histopathology --- ---  ■ いまだ本疾病を摘発せず 
13 All tick-born diseases Microscopic Microscopic, histopathology 可能 可能  ■ ○   
14 Lumpy Skin Disease  SNT, RT-PCR --- ---  ■  ○  
15 Newcastle Disease  HI, histopathology --- ---  ■  ○  
16 Gumboro Disease  Virus Isolation, ELISA, Histopathology --- ---  ■  ○  
17 Fowl Pox:  Clinical and histopathology  一部可能 一部可能  ■  ○  
 (Other diseases)          

18 PPR ELISA-Kit ELISA, SNT --- --- ■ ■  ○  
19 Mastitis  Bacteria isolation, Sensitivity test 可能 可能  ■ ○  診断後の農家

指導が重要 
20 Salmonellosis  Bacteria isolation 可能 可能  ■ ○  診断精度改善 
21 Colibacillosis  Bacteria isolation 可能 可能  ■ ○   
22 Anthrax Bacteria isolation, staining Bacteria isolation, Pearl test 一部可能 --- ■ ■  ○  
23 Nutritional Deficiency  Pathology, histopathology, biochemistry. --- 可能  ■  ○  
24 Parasitic Diseases Microscopic Microscopic, Pathology, histopathology 可能 可能  ■ ○  診断できる 
 (emerging diseases)          

25 RVF  ELISA, SNT --- 一部可能 ■ ■  ○ キットが高価 

注： ■ 担当であることを意味する。 
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調査名：　ウガンダ国　家畜疾病診断・管理体制強化計画プロジェクト　中間レビュー調査

番号 名　　　　称
形態

図書・ビデオ
地図・写真等

オリジナル
・コピー

発行機関 発行年 言語

1 PVS Gap Analysis Report – Uganda 電子データ オリジナル World Organization for Animal Health 2011年3月 英文

2 Animal Health Master Plan 電子データ オリジナル PAN Livestock Services Limited 2010年 英文

3 Review of Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries (MAAIF),  Functions and Structures 電子データ オリジナル Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries 2010年6月 英文

4 Final Report on Senior Volunteer Service 電子データ オリジナル Dr. Hiroshi KONDO, JICA Senior Volunteer 2011年3月 英文

5 Statistical Abstract 2011 電子データ オリジナル Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries 2011年 英文

6
Value for Money Audit Report on the Prevention and Control of Livestock Diseases by the Department
of Livestock Health and Entomology in the Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries

電子データ オリジナル
Office of the Auditor General, P.O.Box.7083,
Kampala

2009年3月 英文

7 研修コースの参加者氏名及び講師氏名 電子データ オリジナル （日本人専門家） --- 英文

8 Diagnostic capacity of the National Veterinary Diagnostic Laboratory 電子データ オリジナル (NADDEC) 2010年9月 英文

9 REPORTED CASES ON IMPORTANT ANIMAL DISEASE FOR THE PERIOD in  2010 and 2011 電子データ オリジナル (NADDEC) --- 英文

10 REPORT FOR DISEASE STATUS FROM 11th Jan – 2nd Dec (NADDEC) 電子データ オリジナル (NADDEC) --- 英文

11 A SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL LIVESTOCK CENSUS, 2008 電子データ オリジナル Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries 2009年5月 英文

12 Livestock Development Planning in Uganda: Identification of Areas of Opportunity and Challenge 電子データ オリジナル International Food Policy Research Institute (IFPRI) 2010年7月 英文

13 Pro-Poor Livestock Development Policy in Uganda 電子データ オリジナル Steve Ashley and William Nanyeenya 2002年2月 英文

14
An Analysis of the Implications of Uganda’s Livestock Policies for the Competitiveness of its
Livestock and Livestock products in the Local and International Markets

電子データ オリジナル Uganda Programme for Trade Opportunities & Policy 2006年12月 英文

15 Mapping a Better Future Spatial Analysis and Pro-Poor Livestock Strategies in Uganda 電子データ オリジナル
Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries,
Uganda Bureau of Statistics他

2010年 英文

16 Livestock Sector Brief Uganda 電子データ オリジナル FAO 2005年5月 英文

17
Memorumdam of Agreement between the Government of Republic of Uganda as presented by the
miniistry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries and Makerere University Kampala as presented
by the Faculty of Veterinary Medicine

電子データ コピー 2009年9月 英文

18 ウガンダ家畜疾病対策計画　事前評価調査報告書（案）　平成17年11月 電子データ コピー JICA 2005年11月 和文

19
Report of Technical Guidance Mission for the Project of Technical Assistance to Improve the National
Diagnostic Capacity for Animal Disease Control

電子データ コピー JICA 2011年2月 英文
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